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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（吉成伸一議員） おはようございます。 

  開会に先立ち申し上げます。 

  昨夜、山形県沖を震源とした大きな地震が発生

をいたしました。新潟県、山形県では重軽傷を負

った方、また、建物等にも大きな被害が発生をし

てしまいました。被害を受けられた方々に対しま

して心からお見舞いを申し上げますとともに、一

日も早い復旧、復興をご祈念申し上げます。 

  それでは、散会前に引き続き本日の会議を開き

ます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（吉成伸一議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（吉成伸一議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齋 藤 寿 一 議員 

○議長（吉成伸一議員） 初めに、21番、齋藤寿一

議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 皆さん、おはようござ

います。 

  議席番号21番、那須塩原クラブ、齋藤寿一でご

ざいます。 

  通告書に基づき一般質問を始めさせていただき

ます。 

  まず初めに、大きな１番、塩原視力障害センタ

ー跡地取得について。 

  平成25年３月に廃止された塩原視力障害センタ

ー跡地取得に関しては、市として平成29年５月に

跡地取得に関する要望書を財務省宇都宮財務事務

所に提出しており、約５万㎡のうち土砂災害警戒

区域と土砂災害特別警戒区域を除いた約２万㎡の

取得を要望していることから、以下の点について

お伺いをいたします。 

  ⑴財務省宇都宮財務事務所との交渉の進捗状況

についてお伺いをいたします。 

  ⑵要望書の提出から２年経過しても、取得への

具体的な道筋が見えない状況のままであるが、理

由についてお伺いをいたします。 

  ⑶今後どのように取得を進めていくのかについ

てお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） おはようございます。 

  齋藤寿一議員の一般質問に答弁する前に、昨夜

山形県沖で発生をしました地震、那須塩原市内で

は特に大きな被害の報告は入っておりませんが、

被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げますと

ともに、一刻も早い復旧、復興をご祈念いたしま

す。 

  また、昨夜、市内では局所的な豪雨に見舞われ

ました。道路課の職員がパトロールをして、冠水

などのおそれのある地域については一部通行どめ

といたしましたが、今、解除となりました。くし

くも昨日、星議員からも避難所などに関する質問

をいただきました。災害に強いまちづくり、この
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推進に当たって、引き続き全力で取り組んでまい

ります。 

  それでは、齋藤寿一議員の一般質問にお答えを

いたします。私の古巣の財務省に関する質問でご

ざいまして、懐かしいなという思いもございます

が。それでは、ご答弁申し上げます。 

  ⑴と⑵の質問につきましては、関連がございま

すので一括してご答弁申し上げます。 

  平成29年５月に宇都宮財務事務所に跡地の取得

要望書を提出したところでありますが、取得要望

範囲が跡地の一部であり、国有地の残地が発生す

るということでありますので、その進入路の確保

など取得要望範囲の変更について再度協議中とな

っております。 

  あわせまして、跡地利用の必要性、緊急性、実

現性などの審査を受けるため、具体的な計画につ

いて宇都宮財務事務所との協議を引き続き進めて

いるところであります。 

  次に、⑶の今後どのように取得を進めていくか

についてお答えをいたします。 

  塩原視力障害センター跡地につきましては、地

域振興の拠点となり得ると考えておりますので、

その取得に向けて、地域の特性や地元の意向を踏

まえた上で、引き続き宇都宮財務事務所との協議

を進めてまいりたいと考えております。 

  以上、ご答弁申し上げました。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） この視力障害センター

でありますけれども、この施設は64年間続いた施

設であり、現在函館市、所沢市、神戸市、福岡市、

そしてこの那須塩原市の５カ所が全国に施設とし

てあった、一つの施設でありました。 

  中途視覚障害者の生活訓練と就労移行支援の両

方を兼ね備えた施設として、点字、歩行などの自

立訓練、あんま、はり・きゅう師養成及び生活す

る施設を提供し、約3,000人の生徒を社会復帰さ

せた施設でもありました。 

  那須塩原市が塩原視力障害センター跡地の取得

に向けているのを受けて、市が取得に関して、国

への交渉の段階で後ろ盾になるようにということ

で、塩原温泉街の地区15自治会の皆さんが協力を

していただいて、約18歳以上のほぼ全員に当たる

1,179名分の署名を活動して集め、市に手渡した

経緯がございます。 

  それでは、⑴⑵について一括答弁をいただきま

したので、私のほうも一括して再質問をさせてい

ただきたいと思います。 

  29年５月に宇都宮財務事務所に取得要望書を提

出したわけでありますが、面積が約５万㎡のうち

２万㎡を取得したいとの市の要望であるわけであ

ります。多分、宇都宮財務事務所においては全面

積を売却したいという願いがあるんだろうなとい

うふうに思っております。本市においては、土砂

災害警戒区域あるいは特別警戒区域の３万㎡につ

いては、一定の開発行為の制限や建築物の構造に

規制があることから、話が余り進まないんではな

いかなというふうに自分は感じているところでご

ざいます。 

  国道400号に面した２万㎡の土地の取得でござ

いますので、当然、警戒区域に入っている部分は

その道路の反対側の山の斜面に面しているところ

を市が２万㎡だけということでありますので、当

然、国はその土地が袋小路になってしまうという

ことで、今回の答弁の中に進入路を確保するとの

変更がなされたというご答弁がございましたけれ

ども、それでは、市が取得を示している２万㎡の

うち、どれぐらい進入路として面積を、国は道路

として確保しなさいよというように示されている

のか、お伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 
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  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 進入路と全体の面積と。

以前ご説明申し上げたときに、２万㎡というざっ

くりとした数字は申し上げました。取得を具体的

に進める中で、実際に昨年度用地の測量を行いま

して、その結果、市が今回要望をしようという面

積は全部で２万2,142㎡というのが最新の段階で

ございます。 

  こちらは進入路を除いた部分で、実際に市が取

得を現段階で計画したいという面積が２万2,142

㎡というふうに最新の段階では変わっております。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） それでは、その進入路

に関してでありますけれども、多分、位置的には

どの辺を計画というか、進入路として市は確保す

るのか、お聞かせ願いたいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 現在予定しております進

入路の位置でございますが、通常、正門と言って

いる国道400号沿い、一方通行の手前のところが

ございますね。あちらではなくて、西那須野方面

から400号を上がりますとその手前に橋がかかっ

ているところがあると思うんですけれども、そこ

のところに従来からの進入路がございました。そ

の進入路のほうから後ろに入れるようにというよ

うなお話をしております。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） わかりました。多分、

正門のほうに道路を確保すると土地が非常に使い

づらいというか、利用価値がなくなるということ

で、手前に確かに以前視力センターが開所してい

たときには業者の搬入路として使っていたような

門がもう一つございますので、その辺が使えれば

余り影響は及ぼさないのかなというふうに理解を

いたしました。 

  この取得に関して協議が進む方法としては、や

はり私、個人的に思うんですが、国が示している

５万㎡をやっぱり取得するのが一番解決の糸口に

なるんではないかなというふうに思うんでありま

すが、市としては先ほども申したように土砂災害

警戒区域あるいは特別警戒区域という規制がかか

る土地があるということが、この取得に関して５

万㎡と２万㎡というような食い違いというか、相

違が出てきているんではないかなというふうに思

っております。 

  そこで、この警戒区域の面積の部分であります

けれども、建物を建てるとかそういうことではな

くて、そういう規制のかかっている土地であるか

ら、国に対してこの部分に関しては安価に売却を

できないかというような交渉をしてはどうかとい

うふうに思います。また、そういう交渉をしてい

るのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） まず取得の範囲、５万㎡、

２万㎡、いろいろ数字は出ましたが、この面積が

争点にはなっていないと。面積については、争点

になっているものではございません。 

  ただ、今議員のご提案にありましたように、じ

ゃ全体を取得して安価にどうだというようなのは、

過去の記録の中で打診をした経過はございました。

当時、残っている記録で見ますと、回答は「ルー

ルにのっとって」ということでございました。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） そういうふうな経過が

あったということで、今回この宇都宮財務事務所

に提出した、今後また進入路の変更等があるので

提出物がまた変わってくるんだろうというふうに

予想はしますけれども、以前塩原視覚障害センタ
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ー跡地の整備概要書の中に、整備基本方針として

自然を肌で感じることができる公園、その構想の

中にハナモモの植栽を行うことで建設予定地が、

特に塩原温泉地の春の観光誘客につなげることを

目指すというふうに書いてございました。 

  そういう観点から、この部分をそういう構想、

前回出された構想では、今天皇の間を移築した場

所を再移築するというような計画もございますの

で、この部分に関してそういうハナモモ等の植栽

を使えば建築物、そういうような規制が外れるわ

けでありますので、構想全体としてはすばらしい

構想になるというふうに思いますが、見解をお伺

いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） あの斜面、かなり急な斜

面ですが、あそこにハナモモが群生しているとい

う姿を思い浮かべると、多分きれいなんだろうな

というふうには思います。 

  現在の計画ででも、議員おっしゃるようにハナ

モモの植栽等は考えている。それで、その急な斜

面、警戒区域に当たるところを取得するにも、当

然ルールにのっとって、お金もかかるというとこ

ろでございますので、なかなか現段階で、そこま

で財政的な負担をして用地を取得し、というお話

はちょっとできる段階にはないのかなと。 

  現在のところですと、概要書をもとに、それか

ら地元の方のご意見等をいただいた上で、公園的

な利用、あるいは地元の振興につながるような利

用というところで計画を進めておりますので、こ

の段階で全体を取得というようなお話はちょっと

難しいかなというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 土砂災害警戒区域、特

別警戒区域にかかる土地においては、この土地に

おいては、市長、高台に今取得しようとしている、

国道400号に面している土地のさらに裏側が高台

になっているんですね。多分20ｍか30ｍぐらい高

台の上に、もとこの施設においては生徒のグラウ

ンドとして使用していた広大な土地があるわけで

あります。 

  ですから、公園化にとっては本当にまたとない、

ハナモモの植栽あるいはほかの植栽をして最適に

利活用ができる方法の土地であります。 

  今回の構想では、先ほど申したように公園に現

在移築した天皇の間を再移築で戻して、公園化と

して、あるいは駐車場として、観光の目玉として

この場所をするならば、整備がなされたのを私想

像してみると、その背景に雑草が生えたり整備が

なされていない、管理されない土地が裏にあって

は、やはりこのイメージが相当崩れるというふう

に私は思っておりますので、まだ交渉段階であり

ますので、ぜひともこの利活用に関しての全検討

をさらにお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

  それでは、次に、⑶の今後どのように取得を進

めていくのかについてお伺いをいたしたところ、

いろいろ引き続き宇都宮財務事務所と協議をして

いくというような、こういう答弁でありましたけ

れども、取得を進めていく中で、本市の目標年次

が以前立てられておりました。 

  その目標年次は、用地取得が平成30年度に終了、

そして敷地の整備が今年、31年から33年にかけて

整備がもう本来であればなされているということ

でありますけれども、今こうして取得に関しての

経過中でありますので、今後この目標年次につい

てはどのように立てられていくのか、お伺いをし

たいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 



－300－ 

○企画部長（藤田一彦） 先ほどもちょっと触れま

したが、現在の段階では国の審議会の審査を受け

るための測量等を実施し、利用計画を固め、残地

への進入路の位置を定め、という段階にあります。 

  今後、さらに具体的な利用計画をつくっていく、

それとあわせて協議をしていく中で、用地の取得

の時期、それから整備の時期というのは少し流動

的ではありますが、目標年次を立てる作業はこの

後、再度の作業になりますが、やるということに

なると思います。 

  具体的な時期ではなくて大変恐縮ですが、具体

的な計画策定に向けて、そこまで進んでいるとい

う状況でお酌み取りをいただきたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 当然これは、取得に関

しては相手方がいることでありますので、今進め

ている段階で、年次目標というのは立てづらいん

ではあろうかというふうに思いますが、今後全力

で進めて、年次目標を立ててやっていただければ

というふうに思います。 

  渡辺市長におかれましては、平成30年10月に財

務大臣政務官にご就任をなされ、４月まで任務に

当たっていたわけでございます。この取得に関し

ましては、人脈あるいは経験を生かして前進する

というふうに、私は急速に進むというふうに感想

を持っておりますが、市長、何かございますか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 確かに、私は昨年10月か

ら財務大臣政務官を拝命いたしました。それは過

去のことでございますので。もちろん財務省のこ

とはよくわかってはいますけれども、もちろんそ

れはルールにのっとって適正な取引をしたいと思

っておりますが。 

  でも、この塩原視力センターの跡地というのは

大変な歴史の背景があります。私としても、新た

な観光資源になり得るかもしれないなという思い

と、それと、やはり視力センターの跡地だけでは

なくて、いわゆるこの塩原という地域全体がやは

り国から大きく注目をされていると。いろんな事

業をしてくれないか、あるいはこういうことをや

ってくれないかといったようなご提案であったり

とか、もちろん私自身も、これは大変すばらしい

魅力のある地域でございますので、そういった、

もちろん一つは塩原視力センターの跡地、その利

活用というのもありますが、この塩原地区、これ

をどうやってさらに魅力的な地域にするかという

考えもあります。 

  したがいまして、これまで市でも利用計画をつ

くっておりますが、私としては新たな可能性を検

討していきたいなと思っております。そうした新

たな構想が決まり次第、取得にかかっていきたい

なと思っておりますので、その点につきましては

ご了解いただければなと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 市長、今ご答弁いただ

いて、新たな計画が考えられればということで、

非常にうれしくなっております。ぜひ進めていた

だきたいというふうに思います。 

  当然、渡辺市長も先ほどのご答弁の中に由緒あ

る土地ということで、いろいろご存じだとは思う

んですが、私からここの土地に関して若干お話を

させていただきたいというふうに思います。 

  国立塩原視力障害センターのもとは、大正天皇

の塩原御用邸でありました。皇室と塩原とのかか

わりは深く、その始まりは明治35年の夏、時の皇

太子殿下、後の大正天皇におかれましては、明治

天皇のご生母であられました中山慶子一位局とと

もに、塩原温泉畑下にありました中山別荘に毎年

行啓になられました。 
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  皇太子殿下には、ご滞在中には、福渡に別荘を

所有していた那須野が原開拓の祖である栃木県で

三島通庸の嫡男、三島弥太郎子爵、後の日本銀行

総裁の別荘にもたびたびお訪ねになられておりま

した。塩原の自然、気候、温泉を大変お好みにな

られました。そのため、三島子爵家では福渡のこ

の別荘地献上を明治36年に宮内省に願い出、この

願いは御嘉納となって、翌37年に塩原御用邸が構

えられました。 

  ご即位の後、天皇となられてからも塩原の地を

大変愛されました。ご幼少の昭和天皇、秩父宮殿

下、高松宮殿下、香淳皇后を初め、数多くの皇族

方が塩原御用邸をご利用になられました。 

  戦時中、次第に戦局が悪化してくると、女子学

習院の生徒212名が塩原温泉に疎開をしたため、

昭和天皇の皇女であられた孝宮鷹司和子様、順宮

池田厚子様、清宮島津貴子様の三内親王殿下がそ

れにあわせて塩原御用邸に１年有余ご疎開になら

れました。センター内には、今でも内親王様用の

コンクリート製の地下防空ごうが当時のまま現存

し、戦時下の名残をとどめております。 

  戦後の昭和21年には塩原御用邸は廃止され、皇

后陛下より視力障害の保護のために使用せよとの

おぼしめしを承り、宮内庁から厚生省へと移管が

されたわけであります。昭和23年には国立塩原光

明寮が開設され、39年には国立塩原視力障害セン

ターと改名し、視力障害者の方々のための社会復

帰施設として利用されてまいりました。その後、

昭和56年に現在の場所に天皇の間と言われていた

新御座所のみを原形のまま現在地に移築しており

ます。 

  塩原温泉地区にとっては、上塩原地区から福渡

地区まで400号が走っているわけでありますが、

このような広大な土地が残っているところは本当

にございません。もう30坪すらあいていない塩原

温泉街であり、５万㎡が残っているというのはこ

の土地だけでありまして、先ほど申したように、

この土地はまず三島家が天皇、宮内庁に献上をし

て、そして宮内庁から国の厚生省へと移管をされ

た土地であります。そういう由緒ある土地であり

ます。 

  そして、私、個人で思うのは、この塩原温泉地

区、那須塩原市においては、何が何でも取得をし

なければならない土地であります。個人的に申せ

ば、そういう由緒ある移管、そして移譲という、

こういう土地を今度国が那須塩原市に売却すると

いうのは、やはり移譲するような土地ではないか

なというふうにずっと思っていたわけであります。 

  そういう由緒ある土地でございますので、今後

早急に取得に前向きに、先ほどご答弁のあったよ

うに変更して検討していただいて、地域振興また

観光の拠点として実現ができますよう願い、この

項の質問を終了させていただきたいと思います。 

  次に、大きな２番になります。幼児教育の無償

化について。 

  国は、子育て世帯を応援し、社会保障を全世代

型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一

気に加速しています。 

  幼児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の

基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽

減を図る少子化対策の観点などから取り組まれ、

「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日

閣議決定）において、消費税率引き上げ時の2019

年10月１日からの実施を目指すとされています。 

  そこで、利用者と私立及び公立の施設の現状と

課題についてお伺いをいたします。 

  まず、⑴３歳から５歳までの全ての子どもたち

の利用料が無償化されますが、その対象となる施

設についてお伺いをいたします。 

  ⑵ゼロ歳から２歳児までの子どもたちの利用料
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についてはどのように対応されるのか、お伺いを

いたします。 

  現在有料となっているサービスで、今回の無償

化の対象外となるものについてお伺いをいたしま

す。 

  ⑷無償化実施に当たり、現在までの標準時間と

短時間の利用についてはどのような対応となるの

か、お伺いをいたします。 

  ⑸民間保育園において、兄弟が同一の保育園に

入園を希望しても入園できない場合が発生をして

おります。その状況と問題・課題についてお伺い

をいたします。 

  ⑹ゼロ歳児の入園について、毎年、年度当初に

全員が入園する見込みがなく、毎年後半に入園す

る園児が多い現状ですが、年度当初にはその年度

に入園決定しているゼロ歳児に対して配置する保

育士を全員確保しなければならず、保育士の人件

費は発生し、園の負担となるため、市からの補助

の対応を考えるべきと思いますが、所見をお伺い

いたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 幼児教育無償化について、

順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の３歳から５歳までの無償化の対象

施設についてお答えします。 

  対象施設につきましては、幼稚園、保育園、認

定こども園、地域型保育施設、認可外保育施設、

児童発達支援施設等であります。 

  次に、⑵のゼロ歳から２歳児までの子どもたち

の利用料についてどのように対応されるか、お答

え申し上げます。 

  保育園、認定こども園、地域型保育施設を利用

する住民税非課税世帯は、保育料を支払う必要が

ありません。また、幼稚園等の預かり保育及び認

可外保育施設等を利用する子どもにつきましては、

保護者の申請に基づき、利用料が一部補塡される

こととなります。 

  なお、住民税課税世帯につきましては、これま

でどおり保育料や利用料を納付していただくこと

になります。 

  次に、⑶現在有料となっているサービスで、今

回の無償化の対象外となるものについてお答えい

たします。 

  無償化の対象外のサービスにつきましては、保

育の認定を受けずに利用する幼稚園等の預かり保

育や保育園等の延長保育、ファミリーサポートセ

ンター事業での送迎等となります。 

  次に、⑷の無償化実施に当たり、現在までの標

準時間と短時間の利用につきましてはどのような

対応となるかについてお答えいたします。 

  標準時間と短時間の利用につきましては、保育

を必要とする事由によって認定を行うため、これ

までと変わりはありません。 

  次に、⑸の兄弟が別々の保育園に入園している

状況と問題・課題についてお答えいたします。 

  平成31年４月１日現在、12世帯で26人の子ども

が別々の保育園に通っております。問題としまし

ては、子どもの送迎や行事への参加など、保護者

の負担が大きくなることだと考えております。 

  入園選考基準では、既に兄弟が入園している場

合は優先事項として取り扱っておりますが、受け

入れ枠の関係で、必ずしも同じ園に入園できるわ

けではありません。そのため、入園選考における

優先度が課題となっておりますので、他市町の状

況を参考にしながら、入園選考基準の見直しを検

討してまいります。 

  最後に、⑹のゼロ歳児の途中入園に対する保育

士の人件費の補助についての所見についてお答え

いたします。 
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  本市の入園選考は、保育を必要とする保護者の

ニーズに合わせ、随時入園を可能とする方法を採

用しております。そのため、施設においては保育

士の雇用開始月と園児の入園月にずれが生じる状

況になりますが、あらかじめ施設と調整した上で

入園決定をしており、現時点では給付費の補塡等

を市の単独支援として実施することは考えており

ません。 

  以上、ご答弁申し上げました。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） それでは、大きな２番

の幼児教育の無償化について、ただいま市長のほ

うから、るる答弁をいただきました。 

  「新しい経済政策パッケージ」の第２章に「人

づくり革命」というものがございました。１番に

幼児教育の無償化、２番に待機児童の解消、３番

に高等教育の無償化、るる９項目にわたって計画

をされたもので、今回、幼児教育の無償化が実現

するわけであります。財源は、ご存じのとおり、

10月１日からの消費税引き上げの増税分のうち約

8,000億円をこれに充てるというふうに発表され

ているようであります。 

  それでは、順次再質問をさせていただきたいと

思います。 

  幼稚園の利用料については２万5,700円を上限

に無償化されることになり、もしこの２万5,700

円を超えると、幼稚園の利用料が無償化になる認

定こども園や保育園に移行して流れてしまうんで

はないかなというような自治体もあるようであり

ますので、本市の現状、また認可外保育園におい

ての現状についてもお伺いをいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 利用料につきまし

て、２万5,700円まで、それが上限ということで、

それを超える施設があるのかといったところでご

ざいますけれども、市内の保育園等におきまして

は、この上限の２万5,700円、これを超える幼稚

園等はございません。 

  認可外保育施設につきましては、最大で５万円

まで取っているところがありますので、認可外保

育施設につきましては上限が３万7,000円でござ

いますので、一部利用料が無償化の対象から超え

ている部分がございます。この金額につきまして

は、保護者が負担するというような形になろうか

と思います。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  本市においてはその２万5,700円を超えるよう

なものがございませんので、これにはそういう移

行の心配はないということで理解をいたしました。 

  それでは、無償化は消費税の引き上げの10月か

ら実施されるわけであります。本来でありますと、

普通４月からの実施というようなことが一番利用

者、そして受ける側の施設側もベストだというふ

うに思いますが、この消費税増税に合わせて10月

からの実施ということでありますので、この期間

が非常に短いというふうに思いますが、今後のス

ケジュール等についてはどのようにされていくの

か、お伺いをしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 今後のスケジュー

ルということでございます。 

  改正子ども・子育て支援法が５月10日に成立い

たしまして、その後、施行令が改正されたのは５

月31日といったところでございます。そのため、

今回この６月議会の最終日にこの無償化に関する

条例の一部改正の条例２本をちょっと上程させて

いただき、ご審議いただきたいというふうに思っ
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ているところでございます。 

  その条例２本を可決していただいた後、内部的

にはなりますけれども規則とか要綱、こちらで全

部で12本の改正を予定しております。なるべく規

則等につきましては７月の早いうちに改正してい

きたい、そして要綱等につきましても順次改正し

ていきたいというふうに思っているところです。 

  それと、周知関係でございますけれども、実は

今週の月曜日から政府の広報といたしまして、新

聞各紙にこの無料化の広告が載ってございます。

月曜日から今度の日曜日にかけて、全国紙また地

方紙に掲載されるというところです。ちなみに地

方紙につきましては、今度の金曜日に地方紙の新

聞に無償化の広告が載るといったように聞いてお

ります。 

  そのほかに、市のほうでも当然ホームページや

広報等、そちらのほうにも掲載していきたいとい

うふうに思っていますので、７月中旬から８月に

かけてそのような手続をしていきたいと、載せて

いきたいというふうに思っております。 

  また、そのほか、今回につきましては、施設の

事業者さんへの説明会、いろんな手続等が変わっ

たりしますので、そのような説明会も７月の上旬

ごろにはやっていきたいと思っておりますし、利

用者の方に対しても新たな申請といいますか、保

育の必要性がある方は無償化になるといったよう

な部分がありますので、そのような新たな申請も

必要になりますので、利用者の方に個別に通知す

るなりしていきたいと思っております。 

  スケジュール的には、７月中旬から９月初旬に

かけてそのような申請の手続を受け付けていって、

その後市のほうから認定通知、そういうものを送

っていきたいといったようなところで考えている

ところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 国の制度、すばらしい

無償化でありますが、それに対応する市あるいは

事業者、そしてお子さんを預ける保護者の皆さん

方にとってはもう約３カ月ちょっとしかないとい

うことで、今部長のほうからご答弁をいただいた

ように、本当に今までにない新聞等のお知らせと

かそういうものが発生してきて、できれば混乱の

ないように、ぜひとも全力で周知等をしていただ

ければというふうに思っております。 

  ここの質問に関しましては、さきの一般質問で

星野議員、髙久議員が質問をしておりますので、

余り詳しくというか、やっていない部分をかいく

ぐっていきたいというふうに思います。 

  それで、先ほど答弁の中に、私の質問の中に無

償化される施設、対象となる施設ということで、

一つ児童発達支援施設等というふうにご答弁がご

ざいましたが、どのような施設が含まれるのか、

ご答弁を願いたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、児童発達

支援施設等につきましては、申請事務につきまし

ては保健福祉部の所管ということでございますの

で、私のほうから回答をさせていただきます。 

  ４つございます。４つとしましては、児童発達

支援事業所、２つ目としましては医療型児童発達

支援事業所、居宅型児童発達支援事業所、４番目

としましては保育所等訪問支援事業所、４つござ

います。 

  この４つの事業所全てが発育・発達に支援を必

要とする未就学の児童が対象で、保育士や作業療

法士、言語療法士などの方が日常生活における基

本的な動作の指導や集団生活の適応訓練を行うも

のでございます。 

  また、４つの事業所の違いにつきましては、児
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童発達支援事業所につきましては通って訓練を受

けるものでございます。 

  医療型につきましては、治療の必要のある未就

学児が通って指導を受けるものでございまして、

治療を受けるということですので看護師が配置さ

れているものでございます。 

  居宅型につきましては、重度の障害児の方で通

えない方については自宅まで訪問して訓練を受け

るというものでございます。 

  保育所等訪問支援事業所につきましては、保育

園に通学している方で障害児の方がおりましたら、

そこに出向いて指導を行うものでございます。 

  以上です。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 今、部長のほうから、

児童発達支援施設等の中に４つの事業所があって、

るる説明を受けてよく理解をするところでござい

ます。 

  それでは、この幼稚園あるいは保育所、認定こ

ども園といわゆる障害児通園施設の両方を利用す

る場合、両方とも無償化の対象となるんでしょう

か、お聞きします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、両方通っ

ている場合どうなるのかということでございます

が、両方とも無償化になるということでございま

す。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、所得割28万円未満が74人、さきの答

弁でありましたように所得割28万円以上の対象が

５人ということであります。これは、28万未満は

月約4,600円の軽減見込み額が408万4,800円、そ

して28万円以上が３万7,200円、月掛けで、軽減

見込み額が223万2,000円となっているわけであり

ますが、これについて、公費負担割合と市の負担

額はどれぐらいになるのか、お伺いをしたいとい

うふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、１年間の

公費負担額ということでよろしいんでしょうか、

はい。 

  今予想されていますのが１年間で631万6,800円

ということで、全体の数字でございます。このう

ち２分の１が国から、４分の１が県から、もう一

つ４分の１が市からということで、市の負担額に

つきましては、現在のところ157万9,200円という

ことで想定してございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 先ほどの軽減見込み額

の408万4,800円と28万円以上の軽減見込み額の

223万2,000円の631万6,800円のうちの市の負担額

が４分の１ということで、今ご答弁をいただいた

ように157万9,200円になるということで理解をい

たしました。 

  それでは、無償化に対応した新しい受給者証が

発行されるまで時間があると思うんですが、発行

されるまではどのような対応をしていくのか、お

伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 無償化の証が発行さ

れるまでの間の対応ということで、市のほうが対

象施設を運営する事業者へリーフレットなどによ

り説明及び周知を行い、事業者から保護者へ周知

を行うということで予定をしてございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 周知の方法に関しまし
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ては、リーフレットにより事業者等に説明をして、

事業者等がさらにそのリーフレット等を使用して

保護者に周知徹底をしていくということでご理解

をいたしました。 

  それでは、⑵のゼロ歳から２歳児までの子ども

の利用料について再質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

  住民税の非課税世帯は保育料を当然払う必要が

ないというご答弁がございまして、幼稚園等の預

かり保育あるいは認可外保育施設を利用する子ど

もにつきましては、保護者の申請に基づき利用料

をお戻しするというようなご答弁がございまして、

当然、住民税課税世帯はこれまでどおり保育料や

利用料を支払っていくという制度ということでご

理解をしました。 

  それでは、幼稚園等の預かり保育等や認可外保

育施設等を利用する子どもについては、保護者の

申請に基づき利用料が一部補塡されるということ

でありますが、どのような方法で行われるのかお

聞きしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 償還払いをどのよ

うな方法で戻されるのかということでございます。 

  まず、幼稚園の預かり保育につきましては、保

護者からの申請書を幼稚園等でとりあえず一回取

りまとめていただきまして、それを市のほうに提

出していただくと。その中で、市のほうで内容を

確認した後に、保護者のほうに直接支払いという

ような方法を考えているところでございます。 

  また、認可外保育施設等につきましては、認可

外保育施設の場合、一時預かりなどほかのサービ

スも受けられるというものがございます。ですの

で、保護者の方に市の窓口に来ていただいて、そ

のサービスを受けた領収書等、そちらを市の窓口

のほうへ提出していただいて、それを確認した後

に保護者のほうへ支払うといった形を考えており

ます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） はい、わかりました。

この支払方法についてもちょっと複雑であります

ので、この辺も事業者、あるいは預ける保護者に

対しての周知、お知らせを徹底していただければ

というふうに思います。 

  それでは、次に、ゼロ、２歳児がいる世帯の中

で住民税非課税世帯の対象はどのぐらい、何人ぐ

らいいるのか、お知らせをいただきたいと思いま

す。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） ゼロ、２歳児のい

る世帯で住民税が非課税の世帯が何人ぐらいいる

かといったところでございます。 

  これにつきましては世帯で調査するために、祖

父母、おじいちゃん、おばあちゃんの所得なんか

もちょっと入ってしまうところがありますので、

ちょっと正確なところにはなりませんけれども、

一応31年４月１日現在で約220人程度と見込んで

いるところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） そうですね。この所得

に関しては同世帯のおじいちゃん、おばあちゃん

方のそういうものも含まれてくるということで、

統計では約220人程度が見込まれるということで

理解をいたしました。 

  それでは、次に、⑶に移らせていただきたいと

いうふうに思います。 

  今回の無償化の対象外である幼稚園の預かり保

育、あるいは保育園等の延長保育、ファミリーサ

ポートセンター事業の送迎等の昨年の実績につい
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て、お聞かせを願いたいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 昨年の実績という

ことでございます。 

  まず、幼稚園等の預かり保育につきましては、

年間の延べ利用人数が３万3,233人でございます。 

  続きまして、保育園等の延長保育につきまして

は年間の利用人数が490人、ファミリーサポート

センター事業での送迎につきましては1,086件で

ございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 預かり保育の延べ人数

が３万3,233人、そして延長保育が490人、ファミ

リーサポートセンターの送迎が1,086件というこ

とで数字を聞いたわけであります。これに関しま

しても、このぐらいの人数が利用されているんだ

なということで改めて実感をいたしました。 

  今回無償化の対象外ということで、副食費が含

まれているわけでありますが、さきの星野議員へ

の答弁にあったように人数が約230人で、総額が

約1,240万円が発生するであろうというようなご

見解をいただきました。 

  それでは、次に、この認定を受けるためにはど

のような申請手続が必要なのか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） この認定を受ける

ためにはどのような手続が必要かということでご

ざいます。 

  認定を受けるためには、保育の必要性というも

のが認定の条件になってきますので、認定の申請

書に就労証明書や、もし病院に通っているとか、

その中で保育が必要だというんであればそういっ

た病院の診断書、そういったものをつけて提出し

ていただくといった手続が必要になってきます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 了解をいたしました。 

  それでは、最後に、延長保育、預かり保育ある

いは一時預かり事業、病後保育事業について、ど

ういう場合にこの無償化の対象となるのか、最後

にお聞きします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） それでは、延長保

育、預かり保育、一時預かり事業、病児保育で、

どういった場合に対象になるかということでござ

います。 

  先日の星野議員のときにもちょっと一部聞かれ

ておりますが、ちょっと私のほうでも早口でしゃ

べってしまったものですから大変申しわけござい

ませんでした。 

  まず、延長保育でございます。延長保育につき

ましては、保育園、認定こども園、こちらの２号、

３号の方について使っている言葉でございます。 

  各保育園で設定している保育時間、例えば保育

時間11時間というものがございます。その場合は、

基本的には７時半から６時半、夕方、午後６時半

までが保育時間になりますけれども、その後、６

時半以降、公立の場合ですと７時15分まで預かっ

ておりますけれども、この時間が延長保育の時間

ということになります。 

  こちらの延長保育につきましては、無償化の対

象にはなりません。保育の基本的な部分は対象に

なりますけれども、延長部分については保育の対

象外といったところになります。 

  あとは、幼稚園での預かり保育でございます。

こちらは、幼稚園とかあとは認定こども園の１号

認定の方について使っております。 
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  預かる時間が例えば10時から14時までというふ

うになった場合に、その前後で預かった場合、こ

れを預かり保育と言っております。たまに延長保

育というような言い方をしてしまうところがある

んですが、この制度の中では、本来は預かり保育

と言っております。 

  こちらにつきましては、新たに保育の必要性が

あると認められた場合には、最大１万1,300円ま

で預かり保育の無償化が適用になるといったとこ

ろです。 

  あとは、一時預かり事業でございます。こちら

につきましては、保護者が冠婚葬祭とか、あとは

病院に通うとか、あとはリフレッシュなどの理由

で家庭で保育ができない場合に、保育園で一時的

に保育を行う事業でございます。 

  この場合には、保育の認定を受けた場合には無

償化の対象となりますけれども、保育園や認定こ

ども園を利用して既に無償化を受けている方は対

象外となってきます。 

  それともう一つが、病児保育事業でございます。

こちらにつきましては、保護者が就労している場

合で、お子さんの病気の際に自宅での保育が困難

な場合に保育所で一時的に保育を行うというもの

でございます。 

  こちらにつきましても、保育の認定を受けた場

合に無償化の対象となりますけれども、保育園や

認定こども園を利用してもう既に無償化を受けて

いる人につきましては、対象外、無償化にはなら

ないということでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 理解をいたしました。 

  それでは、次に、⑷の無償化実施に当たり、現

在までの標準時間と短時間の利用についてお伺い

をして、ご答弁をいただいたわけでありますが、

この標準時間と短時間はまずどのようにして決め

られていくのか、まずお伺いをしたいというふう

に思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 標準時間と短時間

がどのように決まるのかといったところでござい

ます。 

  こちらは、原則としまして１カ月の就労時間を

見るというところでございます。その中で、120

時間を超えた場合には標準時間が適用できると。

また、就労時間が120時間未満の場合、または求

職中という保育の理由で入っている場合などには

短時間保育のほうに該当するということになりま

す。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 120時間以上が標準、

そして未満が短時間を利用できる該当であるとい

うことで、理解をいたしました。 

  それでは、次に、現在の標準時間と短時間の利

用人数はどのぐらい別々にいるのか、お伺いをし

たいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 標準時間と短時間

の人数ということでございます。 

  こちらも31年４月１日現在の人数になります。

標準時間は1,994人、短時間は987人でございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） この最初に、前段、短

時間と標準時間の意味合い、そして今の時間の利

用人数を聞いたのは、現行の案では短時間が８時

間、標準時間が11時間だとすると、無償化になる

と短時間から標準時間への、同じ無償化であれば

８時間を利用するより11時間を利用したほうがい

いんじゃないかというような保護者が、送迎に関
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して、自宅におじいちゃん、おばあちゃんとかが

いて迎えに行けるんだというものを除いては、や

っぱり11時間に移行、標準時間に移行してくるん

ではないかというふうに、987人の方がいると思

うんですがどのぐらい見込まれるものなんでしょ

うか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 今回の無償化に伴

って標準時間のほうに移行するんではないかとい

ったところでございます。 

  そうですね。確かに１カ月の就労時間が120時

間を超えていれば標準時間のほうに移行できると。

120時間を超えていても、今まで短時間保育を選

んでいる人もおりますので、これについては利用

料が3,000円ほど違っているといったところがご

ざいます。今回この3,000円の差がなくなると、

無償化になりますので、120時間を超えて標準時

間のほうに保育が移れる方は、多分標準時間のほ

うに移ってくる可能性が高いのかなというふうに

は思っているところです。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 私もそのような動きが

出てくるんではないかなというふうに思っており

ます。 

  人づくり改革の一環として政府は、日本国内の

子どもが家庭の経済状況に左右されることなく、

等しく質の高い教育を受けられるようにしようと

して動き出しました。共働きへの対応や少子化問

題の解決にと注目をし、最優先として幼児教育に

対して無償化を前倒しで始めるわけであります。

しかし、開始時期が本年の10月１日と年度途中か

ら始まることから、混乱を招いている部分もあり

ます。 

  本市においては、該当する世帯に対し周知徹底

を行い、混乱を招かないように願い、次の⑸に移

らせていただきます。 

  ⑸でありますけれども、先ほどご答弁をいただ

きました。 

  それでは、同一兄弟が入れないということであ

りますが、これはやはり点数の問題等もあるとい

うふうに思いますので、現在の加点基準をまずお

伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 現在の入園選考に

おける加点の基準ということでございますけれど

も、現在、兄弟に対する加点としては、１点を加

点しているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 先ほど市長の答弁にあ

ったように、入園選考基準の見直しを検討すると

いうことが答弁にあったわけであります。 

  この辺に関しましては、やはり同一のお子さん

が入れないというのは、現在の、今答弁があった

ように加点が１点である、そして最高３点でした

か、３点があるということで、その３点の方は生

活保護を受けている家庭とか、そういう加点が高

くなってくるのはわかるんでありますが、この同

一世帯の子どもたちの１点をやはり３点ぐらいに

上げていただけるような考えはどうでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 加点の点数を３点

にしてはどうかということでご意見をいただいた

ところでございます。 

  今回見直すに当たっては、私立保育園等々から

やっぱり兄弟が別々にいるということでの保護者

の負担の重さというものをそれぞれの事業者さん

から伺っているところでございます。そういう中
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で、ちょっと見直しを図っていかなければならな

いのかなと思っています。 

  今３点ということをいただきましたけれども、

近隣の市町村の点数等、そちらを参考にしながら、

今議員からいただいたご意見につきましても参考

とさせていただければというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 前向きに検討していた

だきたいというふうに思います。 

  保護者においては、朝の慌ただしい出勤前に子

どもさんを保育園に預けるわけでありますね。そ

の出勤前に預けることすら大変な時間を有するわ

けでありますが、しかしながら、下の子をさらに

違う保育園に預けるということは、２回送って、

そして当然迎えもありますので、送迎が２回往復

をするというような事態が現在26人のお子さんに

起こっているということで、部長の答弁のように、

前向きにいろいろ近隣市町も踏まえて検討してい

くということで、早い解決を望みたいというふう

に思います。 

  この項を終わりにして、最後の⑹に移らせてい

ただきたいと思います。 

  ゼロ歳児の入園については、そういうふうに当

初年度よりゼロ歳児は途中入園が非常に多いとい

うこと、しかしながら保育園の先生方を配置する

のは４月から配置しなければならないということ

で、先ほどるるご答弁をいただきました。 

  それでは、実施する考えはないというようなご

答弁でありましたが、ほかの補助等で補塡されて

いるものは何か、お知らせを願いたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） ほかの制度でとい

うことでございます。 

  確かに、今回ご質問いただきましたゼロ歳児に

対しての補助というものはちょっと考えていない

といったところでございまして、既存の補助制度

としまして県で行っている補助がございます。 

  栃木県の１歳児担当保育士増員事業費補助金と

いうものがございまして、補助の内容といたしま

しては、市立保育園及び私立保育園、私立の幼保

連携型認定こども園を対象にしまして、１歳児が

６人以上入所しておりまして、かつ、そのような

状態が６カ月以上あるということが条件とはなり

ますけれども、その園全体として必要な保育士の

配置基準以上の保育士を配置した場合に補助がさ

れるといった制度がございます。 

  既に対象施設におきましてはこれらの補助制度

を活用していただいて、配置した保育士の人件費

等々に充てていただいているといったところでご

ざいます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） そういう補助等の補塡

がされているということで理解をいたしました。 

  それでは、ただいま説明をいただいた補助制度

の実績について、お伺いをしたいというふうに思

います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 実績ということで

ございます。 

  平成30年度の実績といたしましては、私立の保

育園が５園、そして私立の幼保連携型の認定こど

も園が１園に対しまして、合計で約1,280万円の

補助をしているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） 私立が５園、認定こど

も園が１園、合計で1,280万円の補助が出ている

ということでご理解をいたしました。 

  幼児教育無償化の最大の目玉は、子育て中の若
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い世代に対する経済的負担の軽減であります。無

償化によって月々支払う保育料が無償になれば、

その分を将来の学費として貯蓄する可能性もあり、

また、子どもを産み育てる若い世代もふえる可能

性を秘めており、出生率あるいは少子化にも明る

い兆しが見えることを感じられます。 

  また、その反面、無償化の実施に当たっては多

額の財源が必要となり、将来への不安も感じるわ

けでございます。また、保育園や幼稚園の保育士

不足は従前より深刻な問題になっていることから、

無償化が実現されるとより大きな障壁となって立

ちはだかることが考えられることも一因、ござい

ます。 

  10月１日から実施される無償化でありますけれ

ども、実施日が10月と年度途中ということもあり、

先ほどご答弁をいただきましたけれども、子ども

を持つ対象世帯、また受け入れる施設にとっても

混乱を招いております。本市においては周知徹底

を図り、スムーズな実施に向けていただきたいと

いうふうに思います。 

  今回、視力センター跡地取得、そして幼児教育

の無償化について質問させていただきました。新

市長、渡辺市長におかれましては、跡地に関しま

しては財務政務官を歴任され、そして幼児教育に

おいては現在３歳のお子さんをお持ちで、まさに

これに該当する市長でございますので、これに関

して何かございましたら一言いただければ。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 私も３歳の娘を持つ父親

でございます。本当に、例えば保育ニーズ、ミス

マッチ、先ほどもお話ございました。例えばお兄

さんが西那須野なのに弟は黒磯しかあいてないよ

うだし、勤務先は野崎の工業団地だよといったら、

これは実質不可能なわけですから、そういうミス

マッチの解消であったりとか、やはり自分の体験

を生かしてこの保育の問題に取り組んでいきたい

なと思っております。 

  また、跡地につきまして、もちろん財務政務官

だったからといって財務省にどうかできるわけで

はございませんけれども、跡地のお話、齋藤議員

からもお話ございました。大変な歴史も、背景の

ある地域でございますし、私もともと塩原地区、

やっぱり観光資源の多いところでございますので、

そういった魅力の発信というのに当たっては、い

ろいろとプランを考えていきたいと思っておりま

すし、また、同僚の先生方からさまざまな、国会

議員の先生方からぜひ塩原でこういうことをやっ

てほしいと、そういったお声もいただいておりま

すので、やはり魅力の発信というのを考えて、そ

してその上で新たな計画を立てていきたいと思っ

ております。 

  今後とも、いろいろとご提言いただければと思

っております。 

○議長（吉成伸一議員） 21番、齋藤寿一議員。 

○２１番（齋藤寿一議員） ６年前に参議院選挙に

最年少として当選なされた渡辺美知太郎さんがこ

うして市長で、私とやりとりできるのを大変うれ

しく思っております。 

  以上で終わります。 

○議長（吉成伸一議員） 以上で21番、齋藤寿一議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１５分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○議長（吉成伸一議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齊 藤 誠 之 議員 

○議長（吉成伸一議員） 次に、８番、齊藤誠之議

員。 

○８番（齊藤誠之議員） 皆さん、こんにちは。 

  議席番号８番、那須塩原クラブ、齊藤誠之です。

通告書に従いまして質問させていただきます。 

  １、公共交通網について。 

  公共交通は、これまでも市民の生活の移動手段

として、また、本市に訪れる観光分野においても

大きく寄与していく施策の一つであると考えます。 

  本市においては、那須塩原市地域公共交通網形

成計画を策定し、計画を進めており、昨年度より

新たな公共交通「ゆータク」などを導入するなど、

経費面等も勘案しながら一つ一つの課題解消に向

けて取り組みを行っております。 

  急速に加速する高齢化、また交通弱者への対応

は急務であり、その中でも市民に愛される公共交

通とするために、公共交通網の充実を図ることは

市民の生活の利便性向上に対しとても重要なこと

であることから、以下の点についてお伺いいたし

ます。 

  ⑴本市の公共交通の現状についてお伺いいたし

ます。 

  ⑵バスルートの構築と停留所の設置要件の基準

についてお伺いいたします。 

  ⑶現在設置してある停留所の整備についてお伺

いいたします。 

  ⑷ハブアンドスポークについての本市の現状に

ついてお伺いいたします。 

  ⑸ハブ化する停留所にお店などを出店させ、待

ち時間を解消する手だてなどを考えられないか、

お伺いいたします。 

  ⑹他市町との相互乗り入れの進捗状況について

お伺いいたします。 

  ⑺市民や観光で訪れた方々のバスへの関心度を

上げるため、カラーリングを変えるなどのラッピ

ングバスについてお伺いいたします。 

  ⑻本市の公共交通網の今後の進め方、及び整備

についてお伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 齊藤誠之議員の一般質問

にお答え申し上げます。 

  これまで公共交通網、森本議員や山本議員の質

問を通じてもさまざまなやりとりをさせていただ

きましたが、今マルチモビリティーと、それから

小さな交通という言葉があります。鉄道とか新幹

線、高速道路といった大きな交通から、バス、は

たまた自転車であったり、そういうものが今後の

大きな課題になるということであります。 

  昨日も県議会のほうでＢＲＴであったり、これ

は連結バスでございますが、人員不足に対してど

のように交通網を維持するか、そういった議論を

本当に市だけではなく、国、県でもさまざまな議

論が行われております。 

  また、ここずっと連載されております、下野新

聞などでモビリティータウンの特集をしておりま

す。やはりすごいなと思うのが、例えばアメリカ

のまちでＬＲＴ、これは無料だと。日本じゃ考え

られないような話だと思っておりまして、一事業、

一つの単独の事業で収支を見るのではなくて、そ

れを導入することによって、市全体の収益はじゃ

どうなのかと。結果的にそれがプラスになればい

いんじゃないか、なかなかこういったことは今、

日本ではまだ難しいんじゃないかなと思っている

んですね。 

  以前、宇都宮の市長選挙に携わらせていただき
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ましたが、あのときも本当にＬＲＴ１本通すだけ

で大変な、もう本当にいろんな、ネガティブキャ

ンペーンじゃないですけれどもいろんな真実と虚

偽の情報が錯綜したりとか、ＬＲＴ１本入れて、

単独で収支はもちろんとりますといった中で、あ

れだけの大変な選挙といいますか、いろんな非難

があった中で、なかなかそういった海外の先進地

のようには今のところいかないかなと思っており

ますが、結局、でも我が国はこれから人生100年

時代でございます。必ずそういったモビリティー

シティーの課題が来ると思っております。 

  齊藤誠之議員におかれましては、これまでも公

共交通に関するご質問を多々されておりますので、

ぜひとも先進事例のご提言であったりご提案をい

ただければなと思っています。そういった上で、

今これから答弁をさせていただきます。 

  ⑴の本市の公共交通の現状についてお答えを申

し上げます。 

  本市の公共交通につきましては、ゆーバス６路

線とゆータク７路線のほか、民間事業者が運行す

る路線バスや個別輸送機関であるタクシーなどに

より形成されております。 

  ⑵のバスルートの構築と停留所の設置要件の基

準についてお答えいたします。 

  バスルートの構築や停留所の設置につきまして

は、学校、病院等の公共公益施設やスーパー等の

集客施設の立地など、運用事業者と現地確認の上、

協議しながら行っております。 

  次に、⑶の現在設置してある停留所の整備につ

いてお答えします。 

  昨年度は停留所の整備として、那須塩原駅を初

め７カ所の停留所にベンチを設置しました。本年

度は本庁舎前のバス停に屋根の設置を予定してお

り、随時、状況を見ながら停留所等の整備を進め

てまいります。 

  次に、⑷のハブアンドスポークについて、本市

の状況をお答えします。 

  那須塩原駅を結節点として、黒磯駅、西那須野

駅、学校、病院などの公共公益施設やスーパーな

どの集客施設を結ぶ交通網を形成しております。 

  次に、⑸のハブ化する停留所にお店などを出店

させ、待ち時間を解消する手だて等を考えられな

いかということについてお答え申し上げます。 

  バスを利用しやすい環境づくりの有効な手法の

一つでありますので、先進地の事例などを参考に

しながら研究してまいりたいと考えております。 

  ⑹の他市町との相互乗り入れの進捗状況につい

てお答えします。 

  那須地域定住自立圏の公共交通部会の中で、相

互乗り入れ等の広域公共交通の展望について意見

を集約したところであります。今後はそれに係る

課題を解決しながら、広域公共交通の構築を進め

てまいりたいと考えています。 

  次に、⑺の市民や観光で訪れた方々のバスへの

関心度を上げるため、カラーリングを変えるなど

のラッピングバスについてお答えいたします。 

  ゆーバスのイメージアップや利用者増加へつな

げるための手法として、先進地の事例などを参考

にしながら研究してまいりたいと考えております。 

  最後に、⑻の那須塩原市の公共交通網の今後の

進め方及び整備についてお答えいたします。 

  那須塩原市地域公共交通再編計画に基づき、目

標である令和２年10月１日からの第２段階の運用

開始に向けて準備を進めているところであります。 

  あわせまして、那須地域定住自立圏の市町と連

携し、広域公共交通の計画も進めてまいりたいと

考えております。 

  以上、ご答弁申し上げました。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 市長のほうからご答弁い
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ただきました。 

  市長が先ほどお話しされた近未来的な公共交通

のあり方については、我々も未来志向を持って、

車が飛んで動いてしまったりとか、呼べば勝手に

来るようなとか、いろいろ構想はできるんですが、

那須塩原市の現状は、バスがどこに来るのか、こ

れからどうしたらいいのかというところがありま

すので、ちょっと未来的な質問ではないんですが、

今回、現実に沿ったこれからのあり方についてご

質問させていただきたいと思います。 

  ３日前ぐらいに森本議員が、そしてきのうは櫻

田議員が少し触れてしまったので、大きな話は出

てしまっているところではございますが、現実的

な話に向いたところで少しでも公共交通網の形成

の一助になればと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  それでは、順次再質問させていただきます。 

  ⑴の本市の公共交通の現状についてということ

なのですが、まず、現在のゆーバスの１日の発着

便数をお伺いいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） ゆーバスの発着便数

ということでお答えをさせていただきます。 

  ちょっと合計が出ているものがございませんの

で、路線ごとに申し上げたいと思います。 

  塩原・上三依線、これについては13便ですか、

13線。それから、西那須野内循環線、これが４便

ですかね。それから、外循環線が同じく４便。そ

れから、西那須野線、これが25便ですかね。それ

から、黒磯線、これが17便ですかね。それから、

最後に黒磯南高線になりますが、８便になるかと

思います。 

  すみません。合計したものがなかったものです

から、路線ごとにお答えさせていただきました。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） こちらのほうもかねてか

らの公共交通ということで、市のほうで計算した

数の発着便数ということでちょっとお伺いしたく

てお聞きいたしました。 

  続きまして、バスルートの回り方なんですが、

内循環線、外循環線という循環線に関しましては、

回る方向は全体に地図的に見た場合には時計回り

だけなのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 内循環線、外循環線

といいましても同じところを、同じ路線を右回り、

左回りで回っているということではございません

けれども、両側から、西口から東口に向かって、

東口から西口へ向かってということで、いわゆる

逆回りといいますか、そういった形で運行はして

いるという状況でございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） そうすると、先ほどの発

着便数に関しまして、内循環、外循環が４便ずつ

ですが、これは同じバス１台で回っているという

ことでよろしいですか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 西那須野内循環線と

外循環線については、１台のバスで回っていると

いう状況でございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） はい、了解いたしました。 

  それでは、昨年10月より予約ワゴンバスにかわ

りまして導入されましたゆータクのほうの現在の

効果というか、実績というかを簡単に教えていた

だければと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 
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  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 今まで予約ワゴンバ

スということで、収支率、これがすごく問題だと

いうことがありました。それにかわってゆータク

を導入したわけですけれども、利用率で申します

と10月から、まだ開始して６カ月、半年というこ

とですので、これが安定した数字かどうかという

のはちょっとわからないところもありますけれど

も、30％から40％の利用増が見られております。 

  多い月は70％も、ちょっと明確な理由はわから

ないんですけれども、月によってはそういった月

もございました。 

  ちなみに、参考までに申し上げますけれども、

半年の実績ですけれども、費用につきましては

60％、今までの40％ぐらいの経費で運行ができて

いると、このような状況ですので、ゆータクにか

えたということでの一定の効果といいますか、予

約ワゴンバスに比べたときには費用の面でも利用

の面でも効果が出ていると、このように感じてい

るところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） その状況を今聞けたので、

とても安心いたしました。市のほうでも苦肉の策

で、多分一生懸命考えた上、ゆータクを登場させ

たということで、今現在でも効果があらわれてい

るということで、９月の決算を待ちたいと思いま

す。 

  続きまして、公共交通網計画の那須地域の定住

自立圏構想のほうで示されている中に、昨日、櫻

田議員のほうが二次交通のお話、那須塩原駅から

というところも含めて、観光施策に関しまして、

観光パッケージの施策を推進するということで、

31年度から実施ということで矢印がついているん

ですが、例えばどういったメニューがあって、実

績があったのかどうかをお伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 観光パックというこ

とで、特に上三依線については、当然塩原温泉を

目的地として来られる方が多いということで、観

光パックというものを目標に掲げたわけですけれ

ども、市が企画して観光パックとして、ゆーバス

とのパック、市が中心になってという事業といい

ますか、そういったものはございませんでした。

できませんでしたと言うことが正しい言い方かと

思います。 

  その中で、ＪＲバス関東さん、こちらは、ＪＲ

バスがやっております塩原温泉、これとの周遊パ

ック、これをやっていただいておりまして、これ

はゆーバスの共通券で乗り放題というものでして、

金額にしますと、２種類あるんですけれども二百

何十円しか得ではないんですけれども、乗り放題

ということで、何回乗りおりしても同じ料金で大

丈夫ですというものを発行しております。 

  これについて、29年と30年の実績ですけれども、

29年ですと60名程度、30年ですと50名程度ですか、

その程度の利用があったということで、大きな効

果ということではないのかもしれませんけれども、

その観光パックという一つの表に発信するものと

して、こんなことから始めましたというような状

況かと思いますが、今後も上手にそんなことも検

討しながら進めていきたいと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 「何もございません」の

ときはどうしようかと思ったんですけれども、別

な形で民間との連携は全然ありでございますし、

今後の課題としては、駅から観光地を訪れるもの

であったり、もともとその施策を見ながら、そう

いった旅行のパッケージの案内を見ながら来る人

たちというところの目標も入ってくると思います
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ので、34年までの矢印が引いてある分、他市町と

の連携もございますと思いますけれども、一緒に

考えていただいて、何か一つ示して実績をつけて

いただければと思います。 

  それでは、⑴番の現状を聞きながら、⑵番のほ

うに移らせていただきます。 

  バスルートの構築と停留所の設置要件というこ

となのですが、毎回見直しを行って、バス停の停

留所の問題等々はおのおの、それぞれ過去に議員

が何度も質問してきたと思うんですが、停留所の

移動であったり新設や抹消、そういったものなど

はどのぐらいの期間を、要は手続を始めてから承

認までどのぐらいの期間がかかるのかをお聞きし

たいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 新しいバス停の設置

ということになりますと、その時期ですとかにも

よるんですけれども、関東運輸局の栃木支局のほ

うに申請をしまして承認をいただくというのに、

多くて３カ月ぐらいは見たほうがいいということ

ですね。通常、２カ月ぐらいというパターンもあ

りますけれども、３カ月ぐらい見ないと安心した

期間とは言えないということだと思います。 

  あとは、停留所の名称変更、そういった簡易な

ものであれば、公共交通会議の中で承認をいただ

ければ設置後に届け出だけをするということで済

むのもありますけれども、新設それから廃止です

ね。そういったことになると、３カ月ぐらい見る

のがいいのかなというところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 今、新設は約２カ月から

３カ月ということだったんですが、移設に関して

も、移設は、もうもともとあるものを近くに移動

する程度であればどうなのかをもう一度お伺いし

たいんですけれども。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 移設に関しては、簡

易な変更ということで、公共交通会議での承認を

いただければ事後の申請で大丈夫ということで、

大丈夫だと思います。 

  それで、先ほどちょっと答弁の中で少し訂正が

ありますが、その３カ月ぐらいかかるという場合

は、路線まで延長したとか路線も変更した場合が

最長といいますか、３カ月ぐらい見ないとという

ことで、新たな設置、新設については、公共交通

会議で承認を得た後、報告だけで大丈夫というこ

とでした。すみません。訂正したいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） そうすると、例えば、こ

の後聞いていくんですけれども、この那須塩原市

役所の本庁だとしたら、外側にバス停が道路沿い

にあったと。それを那須塩原市の中に置ける要件

が整って置く場合は、公共交通会議だけでいいと

いう解釈でよろしいんですか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） おっしゃるとおりで、

会議で承認をいただければいいということでいい

と思います。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） はい、勉強になりました。 

  次、⑶番なんですけれども、現在設置してある

停留所の整備については、先ほどの答弁の中では、

まず那須塩原駅を初め７カ所の停留所に設置した

ということなので、この７カ所の設置場所はどち

らなのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 
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○生活環境部長（鹿野伸二） まず、那須塩原駅西

口、それから西那須野駅の西口、西那須野駅の東

口、市役所ですね、本庁前の。それから塩原支所、

それからハロープラザ、それから那須野が原博物

館、以上の７カ所になります。 

  なお、基数については、ベンチが１基のところ

もありますし、一番多いところでは４基のところ

ということで、14基を設置しているという状況で

ございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） そのベンチ設置に至る経

緯と、基準はどのようなものだったのか、お伺い

したいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 明確な基準、こうい

ったものはございません。今のところ、市有地を

初め設置がしやすいところといいますか、そうい

うところから始めた。あとはスペースがあるとこ

ろというところももちろんあるかと思うんですけ

れども、プラス、商業施設なんかに停留所を設け

ているところにつきましては、商業施設のほうで

何らかのベンチなりがございますので、それを利

用させていただいているという状況もあります。 

  そういったことで、市の施設、それから駅、こ

ういったところに先駆けて設置をしたというとこ

ろでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） はい、了解いたしました。 

  今後いろいろベンチの話は、やはり私ではなく

てほかの議員の方が質問されていて、待つ人のた

めの一つの道具として、今度、設置基準も今のと

おり大して決まっていないのであれば勘案して、

この後出てくる停留所の人数によっては考えてみ

てもいいのかなと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  あと、もう一つまたお聞きしたいんですけれど

も、バス停に、夜乗られる方もいると思うんです

が、夜間の照明等の設備を設置してあるバス停は

あるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 全箇所確認してきた

わけではございませんけれども、停留所として利

用している停留所、いわゆる商業施設とか病院と

か市役所ですとか、一体的に施設があるところを

利用しているところ以外で単独の照明施設がある

かということですけれども、そこは多分、記憶で

はないと思います。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） バスの公共交通の質問を

しようと思ってからやたらバス停が気になって、

通るたびにここのバス停というふうに見ていくと、

確かに昼間は立っていて乗車する方はわかるし、

バスの運転手さんもなれていけばここに大体乗車

がいるはずだと思って見ていくと思うんですけれ

ども、ふだん立って待っている方々が、特に冬場、

秋口から冬にかけてですね。５時ぐらいにもう真

っ暗になってしまうと。 

  そういうところも考えると、ここの部分もちょ

っと今後考えていっていただければなと。やり方

としてはいろいろあると思うんですけれども、先

ほど言ったとおり１名、２名しか乗車しないとこ

ろというところはちょっと言いづらいかもしれま

せんが、人数を勘案したところにはそこそこ置い

ていって、その後全部に置くというのはなかなか

大変かもしれませんけれども、いろいろ、電気式

ではなくて太陽光で充電してつく電気とか、バス

停に付随して倒れないものであったりすればいい

と思いますので、この辺は整備の一案として今後
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検討していっていただければと思います。 

  それ以外に、これは毎回聞いていたんですけれ

ども、イオンの近くの上中野のバス停が、県道が

広がるために、広がる用地があるために、草っ原

のところに停留所が置いてあるんですね。あそこ

は２年前、３年前のときに、建設経済の委員会の

ときに乗せてもらったら、当時はマットか何か敷

いて対応していたと思うんですけれども、その後

何か対応はしてあげているのでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 一つの例として、イ

オンの先の上中野停留所ということでの状況をご

指摘いただきましたが、ほかにも、本当にここが

停留所でいいのかというような場所も正直言って

ございます。 

  その上中野については、マットを敷いてとりあ

えず対応をしたというような経過もございますけ

れども、定期的に草を刈ったりマットの状況を確

認したりということは、バス会社から報告があっ

た場合に対応はするというふうなことで進めてい

ますけれども、市のほうで定期的に確認に行って、

マットの状況あるいは草の伸びぐあい、そういっ

たところを確認しているという状況はございませ

ん。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） はい、了解いたしました。 

  できればそういう場所を選ばずにもうちょっと

近いところで、アスファルトとか歩道がしっかり

あるところでつくってもいいのかなと思いますの

で、ある分にはこしたことはないんでしょうけれ

ども、そういったところもしっかり考えていくの

も必要かなと思いますので、今後また注視してい

っていただければと思います。 

  それ以外に、単純に市民のほうからバス停に関

する要望に関しては何か受けているかどうか、お

伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） バスの中にアンケー

ト用紙なんかを設置いたしまして、実際に利用し

ている方から要望ですとかそういったものを伺っ

ているわけですけれども、やはり議員ご指摘のよ

うに、場所によっては、特に寒い時期ですね。屋

根が欲しいという状況は幾つも寄せられているか

というふうに記憶してございます。 

  ただ、全部の箇所に、先ほど言ったような場所

に屋根ですとかベンチですとかそういったものを

設置できるかというと、なかなかそれも難しいと

ころもございまして、先ほど言った、今７カ所で

すけれども、そんなところを先駆けてベンチの設

置から始めたというところで、ことしについては、

先ほど市長のほうから答弁申し上げましたが、市

役所のところに屋根ですね。 

  場所的には、今障害者の車をとめる屋根がござ

いますけれども、あの隣あたりにバス停がありま

すので、そこに雨をしのげるような屋根を設置し

て、あとは考えられるのは駅、そこにも当然、利

用者も多いですし、屋根を設置していくことをそ

の次には考えていきたいというふうに考えていま

すけれども、今のところはそのような状況ですと

いうところです。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 屋根の件につきましては、

今聞こうと思っていたんですが、あらかじめそう

いった経緯はわかったんですが、先ほどのベンチ

同様、屋根をつける基準は設けているのかどうか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 
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○生活環境部長（鹿野伸二） 屋根についてもベン

チ同様、明確な基準というものはございません。 

  ただ、設置しやすい市の所有地であったり駅で

あったりというところからということ、あとは利

用者が当然多いところ、そんなことが優先順位と

しては考えられるのかなと思いますけれども、明

確なこれといった基準はないという状況でござい

ます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） この後やっぱり出てくる

商業施設等々とかと協議をして、できるものは経

費をかけずやったほうがもちろんいいわけですし、

屋根をかければ修繕費等々が今後かかってくると

いうことで、どうしてもここだというときには、

先ほど言ったとおり人数がそこそこいるところに

はそれだけ待つ人間がいて、乗る人数分の間待た

なきゃいけないというところもありますから、こ

ちらもベンチ同様あらかた設置基準を設けて、屋

根をつけてほしいという方々に丁寧に説明をする

義務もあると思うんですね。 

  ただ人数が乗っていないからだめだよという簡

単な返しではなくて、そういった基準も必要であ

って、公共交通会議等々でみんなで周知徹底でき

るような形にすれば、我々もそこの基準に見合っ

たもので説明ができますので、ぜひそこも考えて

いっていただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  ちなみに、普通の屋根ですね。バス停の屋根を

頼むときに費用がどのぐらいかかるかというのは、

あらかた積算はできているんでしょうか、お伺い

いたします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 今年度、市役所のほ

うに設置をする屋根、これにつきましては、予算

としていただいているのは98万3,000円というこ

とで予算計上をさせていただいております。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 約100万ということです

ね。わかりました。 

  今言っていた市役所につくる位置は、多分下、

障害者の駐車場の横ということなので、基本的に

エントランスの屋根がある近くにバス停の屋根を

もう１個つくるという形で僕の認識はしているん

ですけれども、基本的に市役所は屋根があるのに

その屋根をつくろうとするのは、僕、これから出

てくるのでこれ言ってしまうのもなんなんですけ

れども、そこに回すかと一瞬思ったんですね、当

時の答弁を聞いていて。 

  その理由はさっき言ったとおりというのがあっ

て、とりあえず多いところにつけようみたいなつ

け方だと、これ１基100万もするので、例えばあ

そこの前は人も渡るし前の交通があるので、右に

曲がった下りのところの支援学校のバスがとまる

ほうとかに屋根をつくるならイメージが湧くんで

すけれども、屋根の下に屋根をつくって、障害者

のところにも縦の屋根があってみたいな感じだと、

ちょっとこれ、つけたぞというＰＲよりは、なぜ

ここにつけたというところもあると思うんで、そ

ういった基準もやっぱり我々もよく考えてつける

べきだなと思うんで、こちらは答弁いただかない

ので、もうちょっと考えていただければと思いま

す。 

  続きまして、⑷番のほうに移ります。 

  ハブアンドスポークの本市の現状については、

公共公益施設やスーパーなどの集客施設というお

話をいただきました。 

  那須塩原駅が基本的には、那須塩原市の公共交

通網形成計画では那須塩原市のまず一つのハブと

いう形で記載されております。 
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  そういうことは理解できているんですが、今後

のハブ化に関して、例えば先ほど言った集客施設、

あるいはゆーバスとゆータクが合わさる場所、あ

るいは集客施設が近くにある新たな結節点、そう

いったものもハブと、小さいハブでもいいですね。

ハブとして組み直して、そこからスポークの放射

状につくるという考えも考えられると思うんです

けれども、このハブ化についてはそういったもの

を含めてどのように考えているか、お伺いしたい

と思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） おっしゃるとおりで

して、那須塩原駅が中心というのはどなたが見て

も、考えてもそういうふうに答えが出ると思うん

ですけれども、今後、先ほどもちょっと触れまし

たけれども、再編計画に基づいて市内の再編を来

年の10月から第２段階に入りたいというところも

ございますが、あわせて広域の公共交通、こちら

についても進めていきたいというところでござい

ます。 

  その中で、いろんな公共交通ですね。ゆーバス

とゆータク、それからその観光ということでのも

のということも考えたときに、当然大きい結節点、

ハブですね。そういったところは那須塩原駅を中

心にということですけれども、そのほかの乗りか

え、そういったところが必要なところというのも、

当然課題といいますか、検討していく上での重要

な問題というふうになってきますし、そのように

も担当としても捉えておりますので、その辺は無

駄がないようにといいますか、乗りかえるに当た

って時間も最小でといいますか、ロスが少ないよ

うな形で、今も電車との乗りかえとかその他はか

なりそういったところを考慮しているわけですけ

れども、さらにそういったところを考えながら結

節点についても進めていきたい、考えていきたい

と、このように考えております。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） やはり駅に運ぶという理

論は確かにあるんですけれども、駅に行かない人

も乗るための結節点として考えることも必要だと

思うんですよね。 

  もちろんＪＲを利用する方だけではなくて、こ

れからは森本議員が言っていたとおり免許返納者

が出てくるということで、その方は必ず駅に行く

わけではなくて、バスを使って結節点に行くこと

によってまた波状的、放射的に利用ができるとい

う、そのつくり上げの構想を今後していかないと、

固定のＪＲの基準はもちろんもう皆さんわかって

いるところで、そこに足りない部分を補足してい

っていただきたいということですから、今部長も

言ってくださったとおり、新たな要は結節点とい

う言い方を今後も、来年、これはまた５年間をか

けていろいろやっていくんでしょうから取り入れ

ていただいて、この後の質問にも出てくるんです

けれども、駅はもう固定的な、永久的な結節点の

ハブだとしても、サブのハブみたいな形でやって

いくのも必要かと思いますので、これはもう必ず、

来年の10月までということでまだ時間があるとい

うのと、先ほど言ってくれたとおりバス停は２カ

月、あるいは公共交通会議だけで移動ができると

いうことであれば、ちょっとこのハブ化に関して

はよく検討していっていただきたいと思います。 

  そして、⑸番に書いてあるお店などの出店、あ

るいは待ち時間解消というところに関しましても、

答弁に関しましては先進事例ということでしたが、

実際僕もこのバス停の名称を見せていただいて、

そこにお店を呼ぶというのは那須塩原市としては

ちょっと難しいので、近くにある集客施設、商業

施設の場所に、そこを利用して、同じようなこと
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ですよね。そこで時間をあらかた潰していただく、

あるいは悪天候のときはそこで退避をしていただ

くということで、先ほどのハブ化にプラス、商業

施設を利用させていただいて、その場所に必ず行

くという形で、今組んでくださっているのも病院

とか学校とか集客ということで、黒磯地域は大体

大きなスーパーさんにバスが入るようになってい

るんですが、西那須野地区のほうは残念ながらそ

こに入らず、道路沿いに全部バスがとまっている

状況であるということもありますので、その辺も

ちょっと検討していっていただきたいと思います。 

  例えば、先進事例という話がありましたけれど

も、そのどこかの先進事例を部長のほうで目の当

たりにした、あるいは研究したというものがある

のかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 私が直接に見てきた

というところは、八溝山の定住自立圏の公共交通

ということで伺った八戸市ですか、というのがご

ざいます。 

  ただ、そこもハブ化とか商業施設を利用してい

るということで見に行ったものではなくて、全体

の公共交通の先進事例として伺わせていただきま

したが、先ほどの例をちょっとお話しさせていた

だければ、おっしゃるとおりだと思うんですけれ

ども、停留所のところに商業施設その他を呼ぶ、

これはもう難しいことだと、議員おっしゃってい

たとおりだと思うんですが、近くの商業施設を利

用するということであれば、西那須野地区にとい

う話がありましたが、一つの例で申しますとヨー

クベニマル。 

  近くに停留所があるんですけれども、物理的に

あそこは入れない、バス会社のほうからちょっと

入ることが難しい、安全確保ができないというこ

とで言われているところなものですから、本当に

目の前にあって、通り沿いで、反対に入り口近く

にあって、ほかの出入りする人、そういった人に

迷惑をかけるというところもあるんですが、今の

ところそんな状況で変えられないという状況です。 

  反対に、商業施設ではありませんけれども、国

際医療福祉大学病院のほうでは、施設自体、物理

的なものを病院のほうが直していただきまして、

ゆーバスが入りたいという希望をかなえたと、そ

ういう例もあります。 

  あとは、新しくできる施設については、新しい

ヨークベニマル、それからヨークタウンですかね。

そちらには施設に安全の確保ができるスペースも

確保できるということで、乗り入れをしたという

ところでございます。参考までに申し上げました。 

○議長（吉成伸一議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（吉成伸一議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） すみません。最初に、

午前中の答弁の中で１カ所数字を間違えたもので

すから、訂正をお願いしたいと思います。 

  ＪＲさんと共催している事業の中で周遊切符の

話がありました。29年度の実績として61人、30年

度の数字として52人ということで申し上げました

が、これは両方とも30年の実績でして、２種類の

周遊切符のそれぞれの数字でした。大変申しわけ

ありませんでした。合計で113人で、子どもが６
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人いたので合計しますと119件で、29年度の実績

はございませんでした。大変失礼しました。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 訂正のほうは了解いたし

ました。 

  それでは、⑸番の最後のところなんですけれど

も、先ほども申し上げたとおり、商業施設へのア

プローチ、この辺に関しましては、先ほどの答弁

ではバス会社さんのほうが入りづらいという話も

あったので、ひょっとしたらこういうふうに改造

をしていただければバスが寄れるかもしれないと

いうところまで話し合ってみていただいて、各店

舗さんの集客施設のほうはバス停に名前が載るも

のですから、宣伝効果も含めてかなり前向きに協

力してくれる可能性もあるということですから、

ぜひ諦めずに、例えば400号、あそこは２車線な

ので、最近の事故を見ていてもバスに追突する事

故って結構多いんですよね。 

  １車線だと余りそういった事故はないんですけ

れども、やっぱり２車線のほうが、前の信号とあ

そこの距離がちょうど危ないところもあるので、

中に入ってゆっくり移動していただく。もちろん、

中の集客等の事故のほうがバス会社は懸念されて

いるところもあると思うんですけれども、それは

店の前に横づけではなくても、あの中におりてい

ければ安心な場所もあるとは思うので、ぜひそう

いった話し合いを、あの店舗のみならず西那須野

地域にはたくさんお店がありますし、遠い地域、

駅から遠い場所にでもそれなりのシンボルとなる

お店やコンビニはあると思うので、ぜひ話し合っ

て検討していただきたいと、そのハブ化に関して

の、サブのハブ化に関しては検討していただきた

いと思います。 

  それでは、他市町との相互乗り入れの進捗につ

いてということで、再質問に入らせていただきま

す。 

  公共交通部会、那須地域定住自立圏の公共交通

部会の中で展望についての意見を集約したという

答弁がございましたけれども、どのような意見が

あったのか、かいつまんで聞かせていただければ

と思うんですけれども。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 昨年度、２回ほど公

共交通部会のほうを開催させていただきました。 

  ２回目の３月に開く前に、各市町、参加市町か

らそれぞれの市町の要望、これについてそれぞれ

提出をいただきました。 

  その中で一番多かったのは、やはり市をまたい

で、１本の路線でできるところがないかというと

ころが主な、もちろん検討課題としてもそういっ

た路線を今後つくっていくということもあったわ

けですけれども、それに先駆けて各市町の要望を

確認したというような状況で、それに合ったよう

な、同じようなというんですか、要望が上がって

きたというような状況かというふうに思っており

ます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 今言ってくださったよう

に、例えば他市のバスは那須塩原市の駅や西那須

野駅、黒磯駅、そういった場所に向かってくるた

めに本市にバス停を置いてくれているんですよね。 

  大田原市の市営バスなのに那須塩原市でとまっ

てくれていると。そういった実情がありまして、

那須塩原市からは何か返すものがないのかという

理論でいくと、余り那須町のほうには、多分高原

病院かどこかには足は延ばしているんですけれど

も、あとの地域には多分、那須塩原市のバスは外

に出ていないと。行政界をまたぐという文言らし

いんですけれども。 
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  そこを、今意見が出たということで、例えば乗

り入れについては今後どう考えていくのかをお聞

きしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 繰り返しの答弁にな

ってしまいますけれども、那須地域定住自立圏の

公共交通、これを進める上で、市町をまたぐ、そ

ういった路線についても構築をしていきたいとい

うふうに考えているというところで、もちろん那

須塩原市が那須町であったり大田原市にというこ

とも可能だとは思うんですけれども、あえて重複

してそういう路線をつくる必要もないと思われま

すので、そういったことからも、広域公共交通の

中でその辺もクリアしながら進めていければと、

このように考えてございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） おっしゃるとおり、ぜひ

進めていただいて、その第２段階が来年の10月と

いうことで、どこか一つだけでももうこじあけて

いかないと、４年間あるからいいやという考えで

すとまたバトンタッチごとに誰がそこを決めてい

くのかというところもありますので、今言ってく

れたとおり、例えば那須塩原市のほうの西那須野

地区でいけば緑２丁目付近、これ、緑というバス

停と緑２丁目付近というバス停、大田原市が緑で

那須塩原市は緑２丁目ということで、大きなスー

パーがあるんですけれども、それの道路の下と上

で緑というバス停が２つ、１個ずつあるんですね。 

  あとまた高校、清峰高校ですね。こちらも清峰

高校前というバス停、同じ名前で那須塩原市と大

田原市の市営バスが走っています。 

  そういった形で、合わせるところがあるんであ

ればそこを結節点としてクロスさせるような、例

えば那須塩原市のバスも清峰高校にとまったらぐ

るっと回ってバスに行くんで、大田原市の市営バ

スにそこで乗れれば２分早く西那須野駅に着ける

わけですよ。 

  例えば乗りかえという、値段の設定もちょっと

聞こうとは思っているんですけれども、そういっ

たところも踏まえたときにその利便性は、確かに

交通弱者の足を守る部分もありますし、利便性を

買って出る若者だったり通勤客だったり、そうい

う雨の日の行動であったり自転車で帰っている人

がバスで行こうかなというときに、このアクセス

の組み合わせを今生かし切っていないというとこ

ろもありますので、ぜひそういったところを考え

ていただければと思うんです。 

  実際、その値段の設定なんかは、今の段階では

どんな話が出ているかというのはわかりますか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 今、具体的に幾らに

しようとか、そういったことまでの案はもちろん

ございませんけれども、当然、市町をまたいで一

つの路線でということになれば、今と同じように

１区間であっても、起点から終点まで乗っても同

じ料金でするかどうかは別として、同じ料金体系

で実施はしたいと。このように計画上もうたって

いるかと思いますし、方向としては担当としても

そのように考えているというところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 何度も申し上げて申しわ

けないんですけれども、それだけプッシュしたい

んですけれども、病院に関しましても、那須塩原

市は今国福大、那須赤十字病院に行くバスは那須

塩原市からはないということで、そこの例えば結

節点が設けられない限りはタクシーで移動とか、

いろいろな公共交通手段を使わなきゃいけないと

いうところもありますので、ぜひ話していただく
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のと、あと、先ほど言ったとおり駅の利用は、例

えば一区、二区の方々は、西那須野駅ではなくて

野崎駅を使う方がいる。それのときに、どこのバ

スに乗って野崎駅まで行くのかというのも大田原

市さんとしっかりと話し合っていただきたい。 

  宇都宮駅に行くのに西那須野駅に行く人は少な

いんです。ということなので、その場所で結節点

がとれる場所にご依頼をして、そこで待っていた

だけるような形になれば、かなり買い物も含めて、

そこで待っていて、待ち合わせとしてもわかりや

すいですし、家族の方が送っていくのにもバス停

の名前がわかりやすいということで、何々公民館

とかというのはわかる方ならいいんですけれども、

わからない方はわからないというのもありますの

で、ぜひちょっとそこをプッシュしていただきた

いと思います。 

  あとは公共交通の空白地、まだ通っていない場

所に、後にはゆータクであったりゆーバスを回す

のかどうかはちょっと定かではございませんが、

そこの場所もそういった結節点がふえていくと多

分通せることが、要は走り続けなくていいので、

でき上がれると思うので、ちょっとそこも含めて

大きなくくりで話し合っていただきたいなという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、⑺番のほうに移ります。 

  こちらのほうは森本議員のほうがアート369の

ほうで質問をして、私もおもしろみがあると思っ

たんです。京都とかによく修学旅行とかで行った

ときに、四つ葉タクシーでしたか、タクシーのあ

んどんが四つ葉のやつ、四つ葉のタクシーに乗れ

るとラッキーだみたいな感じで、那須塩原市にも

バスがございますので、ラッピングですね。 

  １台、このバスにきょうは当たったみたいな、

同じバスが待っていても飽きてしまうので、いろ

いろなバスを待つときに、今回であれば日本遺産

登録した歴史が描いてあるものでもいいですし、

みるひぃ自体が漫画のアートなのでちょっとかわ

いらしく、それプラス何かコラボ、今なんかハロ

ーキティですよね。 

  そういった、「ああ、バスだ」と言われて乗っ

て楽しめるような、森本議員が言っていたとおり、

市長が言っているわくわく、どきどきするような

バスですね。こういったものをやるために、全カ

ラーをやるのでは大変であれば、一部分の絵をい

じってみて、そこにちょっと遊び心を入れてみる

という形でもいいので、ちょっとやってみてもい

いのかなと思いました。 

  ちなみにですが、そのアート369ではそういっ

たことを考えていくという話があったんですけれ

ども、生活課のほうにはそういった話は届いてい

るのでしょうか。連携がとれているのかどうか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） アート369、こちら

からの情報として、今議員のほうでおっしゃって

いただきましたがハローキティ、そんなもののラ

ッピングバス、こんなものを検討してはどうかと

いうことでもう３月以前に話はいただいておりま

すので、もちろん検討課題といいますか研究課題

といいますか、そういったことで、先ほど先進市

の事例を参考にしながらというふうなことで市長

のほうから答弁をさせていただきましたが、もち

ろんバスのＰＲということでそんなことも考えて

いるというところです。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） ぜひ取り組んでいただき

たいと思います。多分、企画課のほうも助かると

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、⑺番のほうはそういった意味で、い
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ろいろな手を加えていただきたいということで終

了させていただきます。 

  最後に、⑻番に移ります。 

  今後の進め方ということで、平成30年の１月に

那須地域のほうのこの形成計画が出て、３月のほ

うに本市のほうが出ました。その間に、平成30年

１月に地域懇談会のほうを多分９カ所、10カ所で、

公共交通に関する懇談会、こちらを開催されたと

思うんですけれども、その中で出てきた意見なん

かはどういったものがあったのか、お聞きしたい

と思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 10カ所で開催した懇

談会についての意見ですけれども、詳細を全部記

憶しているわけではございませんけれども、多か

った意見としては、やはり空白地帯というか、そ

ういったところが多いということにつながるんだ

と思うんですけれども、私の近くにも停留所が欲

しい、あるいはバスの本数をもっとふやせないの

か、そういった意見が多かったかというふうに記

憶してございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 例えば今の意見で今度10

月までに生かされている部分、要は今言われた意

見をピックアップして、今度の10月までに生かそ

うと思っている部分はありそうですか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） 昨年の10月から予約

ワゴンバスをゆータクという形で、タクシー車両

を利用して運行を開始いたしました。 

  先ほども申し上げましたが、予約時間が短くな

ったこと、それから乗れる場所ですね。停留所で

すけれどもこれをふやしたこと、さらには、路線

上であればおりる場所が停留所じゃなくても大丈

夫と、そんなところがありまして利用者がふえて

いるという状況でございます。 

  今後につきましては、タクシーの活用というの

が、今後、来年の10月に向けて進めていく上で一

番大きい課題というふうに考えているところでご

ざいます。考え方でいえば広域公共交通、これを、

基幹路線の大きいところを、市町をまたいで通す

路線を検討する。市町はそれを、先ほどハブとか

という話が出ましたけれども、ハブを中心に上手

につなぐ。 

  それで、公共交通の空白地帯については、ゆー

タクをさらに変更した形で、なるべく空白地帯を

少なくするといいますか、そんな形の面的に利用

できるような形、こういったものの制度の構築と

いいますか、そういったものを考えていけたらと

いうところが大きい考え方であります。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） ぜひ部長が答弁なさった

とおりの形を具現化できるように会議を進めてい

って、実用化に向けてやっていただきたいと思い

ます。 

  地域の先ほどから申しているとおり市境に住ん

でいる方々は、もう基本的にバスが来ないと思っ

ていらっしゃる方も多いそうです。そういった方

が市内の施設を利用するのに、公共手段がないと

いうことで諦めているというお話を聞くととても

残念なので、今みたいな答弁があったとおり、空

白地をどれだけ埋めていけるかというところもし

っかりと進めていただきたいと思います。 

  昨年、３年前ですか、同じく那須塩原市議会の

ほうから市のほうへ公共交通のあり方について提

言を出した中で、交通弱者についてデマンド交通

の提言がなされておりました。この考えについて

はどのようになっているか、お伺いしたいと思い
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ます。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） デマンド交通、ゆー

タク、予約ワゴンバスの時代もそうでしたけれど

も、デマンド交通の変形といいますか、そういっ

た形で広くは捉えられるんだと思いますけれども、

いただいた提言も含めまして、先ほどもお答えを

いたしましたが、面的にタクシーを活用しながら

空白地帯を、ゼロにするということはもちろんで

きないんでしょうけれども、少なくすることを目

指して整備を進めてまいりたい、このように考え

ているというところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  隣の大田原市のほうでは、黒羽とか須賀川とか

あの辺の地域は、よくお聞きしていると思うんで

すけれども、ごみステーションを乗車場として使

っているという話がありました。だから、変にバ

ス停じゃなくても、空白地帯の要望に関しては、

そのバス停を通っていなくてもその近くに行ける

ような形を組んで、小さな活動ができるような形

もいいかもしれません。 

  他市の参考ということで、同じ那須地域の行政

の話なので、あわせた形でもいいのかと思います

ので、ぜひ利用者にとって利便性がいいものにし

ていただきたいと思います。 

  最後になるんですけれども、一昨日の森本議員

が質問しました免許返納者、こういった実情、も

う今回の悲しい事故を見ながら免許を返納すると

いう方がふえてくる実情を鑑みて、新たな交通移

動手段として、あるいは全世代の方に利用しやす

い、より利用価値のある公共交通網にしていくた

めに、広域の連携も含めてどのようにしていくか

を最後お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（鹿野伸二） これもちょっと繰り

返しの部分はありますけれども、基本的な考え方

は、基幹路線、これを、市町をまたぐものも含め

て大量輸送であるバスに頼る。さらに、市内であ

っても基幹の部分、ここについては同じように大

量輸送のバスを中心に考えるというところで、そ

れ以外の空白地帯は、面的に利用できるようなエ

リアだけで料金を設定するとか、そういったこと

も含めてタクシーの活用、これが考え方の基本に

なるというふうに思っております。 

  そうしたことで進められること、これがいろん

なことを解決するということにつながってくると

いうふうに思います。 

  運転免許自主返納者、これに対しても、それを

整備することで、今と同じような支援をしなくて

も済むかもしれない。あるいは、ちょっと部署は

違いますけれども、高齢者の外出支援タクシー、

これについても今後整合を図りながら、やり方は

変えられるのかなというふうにも考えております。 

  来年の10月からイコールに、そちらも全部含め

てスタートできるかどうかというのはちょっと疑

問が残りますけれども、そういったことも含めて、

生活環境部としては対応を考えていきたいという

ふうに思っているところでございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 今部長がおっしゃってく

ださったとおり、来年の10月ということで、いろ

いろな意見を踏まえて広域の連携も図り、そして

本市内だけでの公共交通の充実をしっかりと精査

して、バスに乗って楽しみがある場所に行ける、

あるいはバスに乗っても飽きない、そして便利で

快適である、この辺の要素をしっかりと加味しな

がら公共交通を形成していただきたいと思います。 
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  乗る人がいるからバスが必要であって、バスが

走るから、一番最初に市長の答弁があった例えば

バスの自動運転が実用可能になったりと、とにか

くバスに乗るという前提があってこそ、その先の

進化があると思っていますので、ぜひこの段階で

しっかりと公共交通の足固めをして、後に来る課

題、そういったＩＴが入ってくるような、そうい

ったものにも対応できる市になっていけるような、

それに対応した市になるような公共交通にしてい

ただき、これまでのバスに乗れなかった方々の意

見もしっかりと考えてつくり上げているよと言わ

れるような本市のすばらしい公共交通網の作成と

実用化をお願いいたしまして、１番の質問は終了

させていただきます。 

  続きまして、２、本市の学校教育について。 

  文部科学省は、小学校５・６年の特定教科や科

目について、専門教員が複数の学級を受け持つ教

科担任制を推進する方針を固めたとの報道があり

ました。 

  2020年度から英語が正式教科となり、プログラ

ミングが必修化されるなど専門性の高い教員が必

要となるのと同時に、教員の働き方改革による負

担軽減につながる側面もあると言われております

が、本市の学校教育は、児童生徒の将来像を見据

え、社会で通用する人づくりを大きな目標として

いる中で、この報道をどのように捉えて進めてい

くのか、お伺いいたします。 

  ⑴小中一貫教育を進める中で、小学校及び義務

教育学校前期課程の一部の授業に中学校及び義務

教育学校後期課程の教師を派遣し、授業を実施し

ていると思いますが、現状についてお伺いいたし

ます。 

  ⑵英語教育については、ＡＬＴを常駐配置する

ことで日ごろからのコミュニケーション力の向上

及び英語教育の推進に努めておりますが、専門性

の高い部分をどのように捉えているのか、お伺い

いたします。 

  ⑶プログラミング教育については、各学校にお

いて取り組みがなされておりますが、本市の現状

についてお伺いいたします。 

  ⑷本市独自の取り組みである、なすしおばら学

び創造プロジェクトがあります。教科担任制が取

り沙汰される中で、これまでと同じ状況を維持す

るための関連づけをどのように考えていくのか、

お伺いいたします。 

  ⑸文部科学省の通知では、一部の授業を教科担

任制とする旨の内容となっておりますが、ほかの

授業や地域と連携する授業も含めて、この教科担

任制を取り入れていく中での課題と、取り入れた

後の効果をどのように捉えていくのかをお伺いい

たします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、齊藤誠之議員

の２の本市の学校教育についてのご質問に、順次

お答えをさせていただきます。 

  初めに、⑴の小中一貫教育を進めている中で、

小学校の一部授業に中学校の教師を派遣し、授業

を実施している現状についてお答えをさせていた

だきます。 

  施設一体型の塩原小中学校では、後期課程の教

員が前期課程の児童を教えることを、これは日常

的に行っております。また、施設分離型のほかの

中学校区におきましても特色ある取り組みが行わ

れておりまして、２カ月に１度、中学校の数学科

教員が小学校を訪問し、小学校の担任とチームテ

ィーチングで６年生算数の授業に取り組んでいる

中学校区や、中学校の保健体育、音楽、美術科の

教員が小学校において出前授業を実施している中

学校区などがございます。 
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  次に、⑵の英語教育について、専門性の高い部

分をどういうふうに捉えているかにつきましてお

答えをいたします。 

  本市の小学校では、現在担任とＡＬＴのチーム

ティーチングによる授業を行っております。新学

習指導要領が全面実施となります2020年度からは

小学校高学年の英語が教科化されることを受けま

して、将来的には専科教員や英語を専門とする教

科担任とＡＬＴとのチームティーチングがふえて

くるものと思われます。そうなれば中学校と同様

に専門性の高いチームティーチングとなり、なお

一層質の高い授業が実現されるというふうに思わ

れます。 

  次に、⑶のプログラミング教育について、本市

の現状につきましてお答えをさせていただきます。 

  プログラミング教育につきましては、来年度か

らの全面実施に向けまして、２年前から市内全校

の情報教育担当教員が参加をする情報教育研修会

におきましてその準備を進めているところでござ

います。 

  それを踏まえまして、今年度は試験的にプログ

ラミング学習ソフトを使った授業を行ったり、各

校のプログラミング教育の年間指導計画を作成し

たりするなど、来年度から着実に実践できるよう、

現在準備を進めているところでございます。 

  次に、⑷のなすしおばら学び創造プロジェクト

は、教科担任制が導入されてもこれまでの状況を

維持することができるかにつきましてお答えをい

たします。 

  このまなび創造プロジェクトは、今までの指導

観から脱却をし、単元構想からの授業づくり、こ

れを大きな狙いとしております。教員と担当指導

主事が教科ごとにチームをつくり、リーダー・授

業者・フォロワーのそれぞれの立場で、１単位時

間にこだわらない、子どもの学びの過程を重視し

た単元構想を作成し、単元全体を見通した授業づ

くりに現在取り組んでおります。 

  この取り組みは、教科の専門性が高い中学校教

員や担当指導主事もそのチームの一員として一緒

に授業づくりを行っておりまして、小学校及び義

務教育学校前期課程に教科担任制が導入されたと

しても変わることはございません。 

  最後に、⑸のほかの授業や地域と連携する授業

も含めて、教科担任制を取り入れていく中での課

題と取り入れた後の効果をどのように捉えていく

のかにつきましてお答えをいたします。 

  この議論は始まったばかりであるために、現段

階の課題といたしましては、専門的な知識を備え

た教員を各学校に配置することが可能かどうかと

いうことや、教員数の少ない小規模校において教

科担任制の導入が難しいことなどが挙げられます。 

  効果といたしましては、専門的な知識を備えた

教員に教わることで、発達の段階に応じてより深

く学ぶことができるようになります。教員にとっ

ても、専門科目を中心に担当する教科の数が減り、

負担軽減にもつながってまいります。また、教材

研究の時間がこれまで以上に確保されることで、

授業の質の向上が図られることも期待できるとこ

ろでございます。 

  なお、生活科や総合的な学習の時間などの地域

と連携をすることが多い授業につきましては、学

級担任が行うことになるため教科担任制の影響は

なく、むしろ地域学校協働本部事業により、それ

らの授業は今後さらに充実していくものというふ

うに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  答弁にあったとおりまだ打診をした段階であっ

て、この議論は2020年末に答申が出されるという
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ことで先取りしたような質問になってしまいまし

て、中身がそんなに深く聞けないというところな

んですが、現状も含めて再質問をしていきたいと

思います。 

  通告に書いてあったとおり背景には、少子化で

あったり働き方改革が後ろにあると、背景にある

ということは言うまでもございません。 

  ある調査の情報を見たのですが、2016年の調査

では、小学校教員の約９割が「授業準備時間が足

りない」と言っているアンケートがありました。

また、それの元凶は授業以外の業務の肥大化であ

ったり、あるいは、それをカバーするがために教

師の３割が働く時間を超えているという話が上が

っておりました。 

  その打開として今回議論されているのがこの教

科担任制の導入ということで、各学校によって状

況が整うわけではないということが今までの教育

長の答弁で理解できました。 

  その中で、まず、文部科学省では一部の授業を

教科担任制にするという話が出ており、教育長の

ほうでは、答弁の中では、まず算数を一部の学校

で行い、美術、音楽、そういった他の教科も学校

で連携をとっている、授業を行っているというお

話があったんですが、これはもう年数的に長い時

間かけていると思うんですが、全中学校区の各小

学校では全て行われているのかどうかをお伺いい

たします。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、この教科担任制が

今回諮問されたということが今回のご質問の核に

なっている部分であろうというふうに思っており

ますけれども、この文部科学大臣からの諮問文の

タイトルが「新しい時代の初等中等教育の在り方

について」ということでございまして、この一番

大もとになっているのは、私はＳｏｃｉｅｔｙ

5.0、これが、こういう時代にこれから子どもた

ちが活躍すると、そういうところの人材をどのよ

うに育成していくかということを改めて義務教育、

それから高校教育まで含めた中で、その教育のあ

り方についてもう一度しっかりと議論してほしい

というのが多分この諮問の大きな部分であるだろ

うというふうに思っております。 

  また、諮問文の中でも基礎学力の育成について、

やっぱり子どもたちの語彙力とか読解力について

はまだ課題がありますよというようなことに触れ

つつも、文章を正確に理解する読解力とか、それ

から、次が大事なんですけれども、教科固有の見

方・考え方を働かせて、自分の頭で考えて表現す

る力とか、あるいは情報や情報手段を主体的に選

択し、活用していくためのそういった力、こうい

ったものを育てていくために必要な制度であった

り体制であったり、あるいは教員養成だったりと

いう、最後は教員の免許というところに触れてい

るわけでございますけれども、そうなってきたと

きに、やっぱりまさに発達段階からして、５年生、

６年生の段階に至っては、これまで小学校は学級

担任制でずっと来ていたわけでありますけれども、

教科の専門性というものを意識すれば、当然のこ

とながら教科担任制に緩やかに移行していくとい

うことが必要だということであろうと思っており

ます。 

  現在、本市におきましては、全中学校区で小中

一貫教育を進めておりまして、これまでも２期で

すね。ちょうど５年生、６年生、中学校１年生に

相当する２期の部分では、小学校におきましては

緩やかに教科担任制を導入してほしいというふう

なことで、既に先行して実施をしたりしてきてお

りました。それは小学校の先生方の中でやりくり

する部分がメーンでしたけれども、先ほど、最初
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に答弁申し上げたとおり、ここにきて小中一貫教

育の考え方が浸透してきておりまして、中学校か

らより専門性の高い先生方が小学校のほうに出向

いて授業を担うというふうなことも日常的に行わ

れるような流れに今なってきておりますので、こ

ういったものにつきましては、今後さらに進めて

いけるような体制をとっていきたいなというふう

に思っております。 

  小規模校におきましてはなかなか難しい部分が

校内ではありましたけれども、中学校区の中で考

えれば可能になってきて、これも実際行われてお

るところでございますので、そういったことも十

分可能であろうというふうに思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 発表された話で、教育長

から深い説明をいただいたんですが、僕たちから

すれば、もともと５・６・１年生の教科担任って、

以前の段階で、小中一貫の教育の中では中１ギャ

ップだったり、そういったもともとフォローする

側のイメージの施策の中で連携をとっていくとい

う形態が母体にあって、そこに逆にこの今の文部

科学省の諮問が出たという話でいっているもので

すから、この先子どもたちの学力をどういうふう

にしていくかというときに、この５・６年までお

りてくる理由が今の説明でわかりました。 

  実際、言っているとおり、今本市ではそういっ

たとおり、中学校の教師が小学校に来て授業をし

ているという形態を先ほども聞いたんですけれど

も、全部の教科、例えば国社数理英、数じゃない、

算数ですね。そういった中で、先ほどの答弁です

と算数を行ったりとか音楽だったりというのがあ

るんですが、この下の英語とかプログラミングも

含めて、そういったもともとで言う５教科、そう

いったものもおりてきて、実際指導はなさってい

る、授業はなさっているのかどうか、お伺いした

いと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これを進めるに当たりま

しては、受ける小学校側と中学校側との時間割の

調整が当然入ってまいります。中学校の先生が小

学校に行く場合には、当然自分が担当する授業は

その時間帯にはないことが前提でございますので、

そういった時間割の調整があったりします。 

  また、必ずしも、多くの教科にというのもなか

なか現実としては難しいわけであります。そうい

う点で、９年間の系統性がとても重要視されるよ

うな、いわゆる積み重ねが大切な教科とすれば、

例えば算数・数学のようなもの、こういったもの

は非常に連携が逆に言うととりやすいし、小中一

貫教育の中で９年間を貫く教育課程を編成するこ

とについては、非常に取り組みやすいというのが

実はありましたので、算数・数学では先行してい

る部分があると思います。 

  また、もう一つ別の面で取り組んでいる例とし

ましては、体育です。なぜ体育かということなん

ですが、小学校におきましても体育の中で、いわ

ゆる器械運動と言われるマットとか跳び箱とか鉄

棒とかそういった、いわゆるきちんとした積み重

ねの技能を身につけさせることが大切な領域もご

ざいます。こういった部分をしっかりと小学校の

うちに子どもたちに身につけさせることによって、

中学校でのより高度な運動につながることができ

ますので、そういったものにつきましてもかなり

力を入れて、小中一貫教育の中で中学校の先生が

小学校に入っていって指導していただくという意

味では大変効果の高いものであろうと、そんなふ

うに思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） とても参考になりました。
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実際そういったことが行われているということは、

今の答弁で確認することができました。 

  それでは、今回大題にもなっているとおり英語

教育について、こちらは那須塩原市はＡＬＴを常

駐配置ということで、今現在、小学校では担任の

先生とＡＬＴとの組み合わせで授業をやっており、

私も授業参観で拝見させていただいております。 

  とても子供たちが盛り上がって、すごくいいこ

とだと思うんですが、これがもしこの教科担任制

になった場合、こういったときの連携については

どのようになっていくのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 中学校のことを考えれば、

英語につきましても教科担任制でやっているわけ

でありまして、その流れはごく自然にいくと思い

ます。 

  ただ、小学校の場合、なぜ学級担任制をしいて

いるかというと、やっぱり日常的な生活の中での

子どもとのかかわりというのを大切にしてきてい

ましたので、学級担任が全ての授業を基本的には

行うということが前提でしたけれども、このよう

に時代が変わってきて、新しい内容をどんどん取

り入れて指導していかなきゃならないというとき

には、おのずと学級担任制よりも、特に本市でい

えば２期に当たる５年生以上の学年については、

より専門性の高い教科担任制にしていくことがよ

り質の高い授業を展開することになるわけであり

まして、小学校におきましてはまだ英語という教

科が、これから入るわけでありますので、免許制

度につきましては、まだこれは追いついていない

状況にございますので、そういったものを含めて

今後早急に整備されていくものと思いますし、そ

の中で自然に、本市の場合には教科担任制として

の英語の授業というのが進められていくだろうと

いうふうに思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 課題が山積みということ

で、実際教科担任制になれば、それ相当の基礎力

だったり実力が身について中学校に行けるという

ことで、課題がある中でも今現在ＡＬＴを活用し

て、本市の子どもたちには、英語という科目自体

わからなくても英語というものはもう身について

いる。１年生から皆触れ合っているわけですから、

ここは大きなプラスだと思っております。 

  次に、プログラミング教育です。 

  この中で進捗状況をお聞きしました。市内全校

の情報教育担当教員という言葉がありましたけれ

ども、この研修会も含めて、この教員の選考基準

であったり、どういった方が選考されているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この情報教育担当の教員

ですけれども、校内におきまして、情報教育に精

通をした、あるいはそういったものについて知識

をたくさん持ち合わせていたりする、そういった

先生方がこの情報教育担当という、校務分掌の一

つでありますけれども、そこに位置づけられてお

りまして、その先生が中心になって、校内におい

てプログラミング教育を、今後校内でどんなふう

に授業を進めていくのかということを中心にして

進めていただいている先生方でございます。 

  いかんせん、恐らく今学校にいる先生方の半分

以上は、学生時代にはこのプログラミングなんて

いうものには出会ったことがないわけであります

ので、これにつきましては今後しっかりと研修を

重ねていって、期待される授業が展開できるよう

に、引き続きしっかりとしたものを身につけられ
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るように、我々も計画的に研修を用意していきた

いというふうに思っておりますし、また、その環

境につきましても整えていきたいなというふうに

思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 余り深く入っていってし

まうと違う質問になってしまいますが、環境の投

資に関しましては、後に市長に頑張っていただく

ということで、いろいろと相談していただきたい

と思います。 

  プログラミング教育についても了解いたしまし

た。 

  続きまして、⑷の学び創造プロジェクト、こち

らの答弁に関しましては、教育長からいただいた

とおり授業の内容自体を、私もそれを見ていた中

で、その専科教員あるいは教科担任制の担任がど

ういうふうに絡んでいくのかというのをお聞きし

たい中で、答弁の中で入っていたとおり、ＴＴで

すよね。チームティーチングの中で、いろいろ話

し合っていくときの一教員としてかかわる、そし

て授業をつくっていくというもので、実際にはそ

の教科担任制との兼ね合いは関係なく、これ独自

のものとして進んでいくということで、大変理解

いたしました。 

  これ、本市のプロジェクトとしてすごく子ども

たちにもプラスになっている現状であり、ふだん

の授業でも、多分アクティブラーニングを少し活

用しているようなグループワークをしてやってい

るのも何件も見受けられておりますので、引き続

きこちらは本市独自として取り組んでいただきた

いと思います。 

  最後の一部授業の教科担任ということで、教育

長からいろいろメリット・デメリットを言ってい

ただきました。 

  確かに言ってくれたとおり、どこをとっていく

かということになるんですが、子どもたちに合わ

せればより深い学びができるということで、これ

も前、質問あったと思うんですけれども、習熟度

別の子どもの学ぶ意欲をかき立てる、そういった

効果がある。先生たちにとっては、全部の授業を

やらなくても一つ一つの授業が集約されていくの

でいいということで、お互いにメリットがふえて

いくということがありました。 

  また、結構個別に相談はしているんですが、子

どもが先生を今は選ぶ時代になってしまって、先

生の一言で子どもが傷ついてしまう、そういった

ときには、学級担任制だと子どもが不登校になっ

てしまうという事例もある中で、教科担任であれ

ば会う時間が少なくなったりとか、変な表現です

けれども、そういったところの効果もある。ただ、

教科担任になれば、今度は子どもたちの一人一人

のくせが見抜けなくなって、一日の行動がわから

なくなる。 

  これは両方、どっちもとれるんですけれども、

そういったメリット・デメリットがかさんでいく

中で、この文科省が諮問した答申の結果、教科担

任制を取り入れなさいとなったときに、教育長と

してはこの那須塩原市の教育、例えば子どもたち

にはどんな効果を求めて教科担任制の布陣をしい

ていくのか、そういったところをちょっとお聞き

したいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） すみません。先ほどのち

ょっとプログラミング教育のところで漏れていた

部分というか、国のほうでは第３期の今教育振興

計画が動いておりまして、その中で改めて情報教

育に関するいろいろな基準が出ております。 

  おかげさまで、本市におきましてはその基準は

ほぼ実は既に満たしております。ただ一点だけ、
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子どもたちが今後プログラミング教育をするとき

に、やはりプログラミングの体験を通してという

部分が外せないわけでありますので、いかにそれ

に使うパソコンの台数を充実させていくかという

ところが今後私たちの課題でありますし、今年度、

教材も実は全校に配布しますので、さらに今後取

り組みが進んでいくものと思っております。その

分がちょっとさっき抜けましたので、申し添えま

す。 

  本市におきましては、既に繰り返し申し上げて

おりますとおり小中一貫教育を進めてきておりま

して、その質も高まってきております。 

  その中で、もう既に教科担任制を中期からは制

度として取り入れている。これは、子どもたちの

発達段階にまさに合理的に合っているわけであり

まして、５年生からになりますと論理的な思考が

できてきたり、教科の専門性に深く興味を持つ時

期に入ってまいります。そういうときにより専門

性の高い教科担任制の先生と一緒に勉強するとい

うことは、子どもたちにとっては大きな刺激があ

るわけでございますので、今後この効果は大きい

ものがあろうというふうに思っております。 

  また、この制度は、何年か後には多分全国的に

導入されるんであろうと思いますが、そのときに

は、本市におきましてはもうそういった受け皿は

できているということを考えたときには、我々と

してもこういった制度があるということは、ある

意味自信を持って今の小中一貫教育の体制をさら

に前に進めていくこともできますので、大変あり

がたいというふうに思います。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 本市の教育の行政につき

ましては、本当に心強い答弁をいただきまして、

本当に期待できるものであります。 

  この質問に関しましては市長が何もしゃべって

おりませんので、先ほどのプログラミングで教育

長からありました体験に関する資材であったり、

パソコンの用品、今入れかえをして、タブレット

端末、ＩＣＴ機器に関しては財源の不足の中でと

いうことでなかなか進まないんですけれども、子

どもたちの教育、プラス環境整備について、一言

いただければと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 確かに教育に対する投資、

我が市は毎回、正直ひやひやしながら判こを押し

てはいるんですけれども、やはり教育に対する投

資というのは国家百年の計と言われて、なかなか

成果がすぐに出るものではないと思っているんで

すね。ただ一方で、どうしても行政ですから何ら

かの評価あるいは指標を市民の方々にお示しをし

なければならないと。 

  例えば、これは全然違いますけれども、端的に

言えば、学力試験が何十位だったのが何十位に上

がりましたよとか、例えば那須塩原市出身の生徒

さんのＴＯＥＩＣであったりとかＴＯＥＦＬの平

均のスコアが上がったんだよとか、そういった指

標もある程度お示ししなきゃいけない一方で、や

はり安易にやってしまうと紋切り型のちょっと教

育になってしまうので、そこら辺のまずマッチン

グといいますか、やはり多額の税金であったりと

か市の財政を使っている以上はある程度の成果も

お示ししなきゃいけないと。 

  よく教育長とも議論といいますか、意見交換を

させていただいてはいるんですけれども、やっぱ

り今かなり充実した、県北の中では充実した教育

だと私どもは自負をしているんですが、どのよう

に納得していただけるのかが一つあるかと思うん

です。 

  例えば10年、20年ぐらいして、私たちがもうこ
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の場にいないときに成果が出る、それはそれでい

いことではあるんですけれども、どのようにその

説明をしていくかというのが一つ。それから、逆

に言うと、これだけ充実した教育カリキュラムを

受けることができるんだよと。やっぱりＡＬＴの

全校配置であったりとか電子黒板、電子黒板って、

私も議員になる前は教育関係の仕事をしておりま

して、教材の展示会へ行きますと物すごく高いん

ですね。やっぱりすごい機能もありますし、この

間も中学校を視察といいますか、教室を見せてい

ただきました。 

  電子黒板なんていうのは物すごく機能が多いの

に、ちゃんと使いこなせているのかちょっと不安

だったんですけれども、しっかり使いこなしてい

ただいて、判こを押したかいがあったなと思った

わけでございますけれども、やっぱりこれだけ恵

まれた環境で教育を受けることができるんだよ、

これはどんどんもっと発信をしていかなければな

らないなというふうに思っておりまして、教育に

関しては、やっぱりどのように打ち出すべきか、

そして、なかなか、ビジネスではないので、費用

対効果はどうなっているんだというお示しは難し

い一方で、ある程度はやはりこれは説明責任が

我々は問われるわけですから、そういった取り組

みとそのＰＲも考えていかなければならないと。 

  そのあたりは本当に教育長とも時間があるたび

にいろいろと意見交換をさせていただいておりま

すので、ぜひとも議員のほうからもこういう方法

はどうかとか、こういった考えはどうかとか、あ

るいはやっぱり打ち出しとして一つのこういう基

準は例えばどうだろうかとか、ぜひご提案いただ

きたいと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） ８番、齊藤誠之議員。 

○８番（齊藤誠之議員） 市長、ご答弁ありがとう

ございました。 

  先ほど教育長からありました、本市の教育は国

に先駆けた取り組みを実行しており、今降りかか

っている難題に関しては、あらかたはもう着手し

ていると。その形を今度逆に国で示してきた努力

義務が、変な言い方ですけれども邪魔をすると。 

  そういった形になってくると、専門教科員を用

意しなさいと言われれば、先ほど市長が言ったと

おりまたお金がかかってしまい、県教委が全て用

意してくれるかどうかもわからず、市採の担当が

ふえるとすると、また教育にお金かということで、

財政課の皆さんに怒られてしまうかもしれないん

ですけれども、でも、本市の教育ですから、誰も

がよほどでもない限りは子どもたちにお金を使っ

てもという考えは、我々子育てのみならず、おじ

いちゃん、おばあちゃん世代も孫には金をという

ことで考えていると思うんです。 

  なので、この教科担任制の話については、教育

長はもう準備万端であり、そして、できれば、願

わくばそういった形に進んでいくことによって、

本市で活躍する、社会で通用する子どもたちがど

んどん出てくるというお話がありました。それに

付随したとおり、行政のほうではしっかりと教育

のほうに手を差し伸べていただいて、今でも十分

やっていただいているんですがさらなる手を差し

伸べていただいて、本市行政が国の指針によって

惑わされないような、そんな教育行政をつくり上

げていただき、そして教育長がしっかりとそれに

惑わされず、校長先生以下先生たちとしっかりタ

ッグを組んで子どもたちをしっかりと育てていっ

ていただければと思いますので、引き続きよろし

くお願い申し上げまして、この項の質問を終了さ

せていただきます。 

  以上で私の市政一般質問を終了いたします。あ

りがとうございました。 

○議長（吉成伸一議員） 以上で８番、齊藤誠之議
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員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木 伸 彦 議員 

○議長（吉成伸一議員） 次に、14番、鈴木伸彦議

員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 皆さん、こんにちは。

やっと最後になったと、皆さんほっとしているん

ではないかなと思います。私にしてみますと、や

っと、自分の番が回ってきたかなという感じでご

ざいます。 

  最後になりましたので、内容的にはもう本当、

ほかの議員さん、皆さん本当に、先ほど、前の議

員さんもそうですけれども、細かいところまでき

ちんと調べて、那須塩原市のために本当に取り組

んでいるなと同じ議員同士でも感じたりして、ず

っとこの代表質問、一般質問を聞いてきたところ

です。そこで、私が最後ということなので、なか

なか新しいことを聞けるかどうかはちょっとわか

らない中で質問をさせていただきたいと思います。 

  それでは、議席番号14番、志絆の会、鈴木伸彦

でございます。通告書に基づきまして質問をさせ

ていただきます。 

  １、本市のビジョンと取り組みについて。 

  渡辺新市長は、現職市長の逝去に伴う市長選挙

を経て市長になられ、市長という立場で多くの人

と出会い、情報を吸収し、さまざまな事柄に思い

を馳せ、日夜本市の将来に向けて施策を検討中で

あると思われます。そこでお伺いいたします。 

  ⑴市の現状認識について。 

  ⑵市の将来像について。 

  ⑶今後の取り組みについて。 

  短い質問ですが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） ラストバッターの鈴木伸

彦議員の一般質問にお答えを申し上げます。 

  最後の最後まで心を込めて答弁に当たりたいと

思っておりますが、⑴⑵⑶関連していることでご

ざいますので、一括してお答え申し上げたいと思

っております。 

  市の現状認識、現状認識というのは課題という

理解でよろしいんでしょうか。そのあたり含めて、

違うのであれば違うとおっしゃっていただければ

と思っておりますが。 

  これまでも本当に、今回は市議会の議員の皆様

からご質問を多々いただきまして、ほとんど私の

思い、答弁を通じて述べさせていただきました。

そういったこれまでの答弁を踏まえて、大体出尽

くした話ではあるんですけれども、総括をして述

べさせていただければと思っております。 

  現状の認識というのは、まず対外的な課題につ

いては、やはり魅力を伝え切れていないんじゃな

いかということ、あるいは自分たちにとって当た

り前のことなんだけれども、これはすごい財産な

んだよ、先ほど齊藤議員も指摘をしていましたが、

本市の教育にしても一つそうだと思うんです。 

  もちろん、関係者の皆さんは自負があってしっ

かり取り組まれておりますが、全然、一般市民の

方全員がわかっているかというとそうでもなかっ

たりしますので、そういうさまざまな潜在的な魅

力であったりとか、あるいはもうちょっと打ち出

しをうまくできないか、そういう魅力の問題、プ

ロモーションだと思うんですけれども。 

  あと、それからやはりマッチング、つまり自分

たちが売り出したいもの、自分たちが自信を持っ

ているものと外からのお客様が必ずしも欲しがっ

ているもの、あるいは外からのお客さんが必ずし
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も評価をしているもの、これは必ずしも一致をし

ていないので、このマッチングをしなきゃいけな

いなというふうに非常に思っております。 

  そして、深層的な部分はやはり景気の冷え込み

感、デフレマインドなんて言葉を使わせていただ

きましたが景気が冷え込んで、もちろん、確かに

よく言われるのが、アベノミクスの恩恵が地方に

届いていないんじゃないかみたいなことは言われ

てはいるんですけれども、現状はさておき、景気

が冷え込んでいるんだという現状に安堵してはい

けない、つまり当たり前だと思ってはいけないと

思うんです。 

  この間も答弁で述べさせていただきましたが、

ここで、那須塩原市でいったら五、六千円ぐらい

の設備のビジネスホテルが、東京に行くと塩原の

老舗の旅館の２倍ぐらいの値段で普通に設定され

ていて、しかもほとんどもう満室だと。やっぱり

那須塩原にずっといる私から見ると暴利じゃない

かというような価格でも、いや、もういっぱいな

んですというような現状がありますし、あとは、

都内で例えば深夜手を挙げれば、タクシーがもう

２台、３台ぱたぱたとまるような状況なのに、那

須塩原に至ってはタクシー、ほとんどの会社が深

夜やっていません。そういう冷え込み、160㎞ぐ

らいしか離れていないような距離感で、新幹線１

時間10分で行けるのにこの格差、非常に危機感を

持たなきゃいけないなと。 

  やはり、この間も観光客の方ともお話をしたん

ですけれども、できる限り付加価値をつけて料金

を設定していただけないか、そういったお話をさ

せていただきました。 

  そしてまた、対内的なことに関しましては、や

はり地域間の融和であったり、どうしても１市２

町が合併をしたところがございます。そういう一

体感をもっともっと打ち出していかなければいけ

ないなと思っておりますし、また一方で、コミュ

ニティーだとか自治会だというのはそれぞれの歴

史がございますので、そういった歴史の背景をし

っかり勘案して、これからの自主防災であったり

とかコミュニティーと行政の連携、そういうのに

結びつけていかなきゃいけないなというふうに思

っております。 

  また、那須塩原市内でも格差が出てきているの

ではないかなと思っているんです。一つ、例えば

お子さんが物すごくふえている地域、学校がもう、

校舎がぱんぱんになるぐらいな、本当にもう人口

が物すごく伸びているところと、片や伝統の学校

行事がそれこそ例えば、お祭りをするにしても、

もうその学校では本当に何か数多くいる生徒のう

ち何人かしか練り歩けないような、そういったも

のが、もう今その１校だけじゃとてもじゃないけ

れども人手が足りないから、隣の学校の生徒さん

にも来てもらって何とか細々としてやっている、

そういった地域もありまして、同じ市内でも徐々

にというか、かなり人口のプラスマイナスが出て

きているんじゃないかと、そういった市内での格

差も出てきているのではないかなというふうに思

っております。 

  ⑵の将来像でありますが、これもこれまでの答

弁で述べさせていただきましたが、一つはやはり

観光であると思っています。 

  ただ、観光といっても、ただただ何か温泉があ

りますよ、御飯がおいしいですよと言ったって絶

対来ませんから、やっぱり那須塩原、そして栃木

県北でしかできないものは何かと、これをしっか

りと打ち出していかなきゃいけないなと思ってい

るんです。 

  もう何度もご紹介をしましたが、例えば温泉ガ

ストロノミー、温泉と食を通じて、日本遺産とタ

イアップで文化、歴史を知っていただく、そうい
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う組み合わせによって打ち出す観光資源。それか

ら、転地療法、リトリートという言葉を使いまし

たが、現代社会は非常にストレスが多いですし、

いろんなもう痛ましい事件が起きています。そう

いった、これから心理的なマネジメントというの

が非常に叫ばれてくると思うんですが、那須塩原

なんてもう本当に東京から１時間10分で行けるよ

うな地ですから、そういう保養地としてもう一度

打ち出す必要があるのではないかなと。 

  そういう軽井沢や箱根とはまた違う魅力で打ち

出していって、那須塩原市、そして栃木県北でし

かできない観光というのをしっかり磨き上げてい

かなければならないなと思っています。 

  農業についても本当にご質問を多々いただきま

したが、やはりブランド力の向上をしなきゃいけ

ないなと思っています。味はもう本当に、日本全

国どこに行っても明らかに那須塩原よりおいしい

なという作物はもうないと思うんです。だとした

ら、あとはいかにしてブランド力を高めていくか

と。ブランド力を高めていくに当たっては、やは

り付加価値をつけやすい野菜であったり果物であ

ったり、そういうものをまず促進する。できる限

りつくっていただいて、促進していただいて、そ

してそれをブランド化、付加価値をつけて売り出

していく。 

  もう一つ、乳製品。一つはやっぱりオリジナル

の乳製品をつくる、これも必要なことであります

けれども、やっぱり生乳というとどうしても好き

嫌いがあると。いや、ちょっと牛乳苦手なんだと

いう人も絶対いるわけですから、逆に言うと我々

がいいと思っていても、都内の人からするとそん

なに珍しくないよねとかちょっと牛乳は苦手なん

だという人もいますから、そういう方々に関して

は、例えばこれ一例でありますけれども、チーズ

フォンデュとかで何か生乳、本市の生乳をちょっ

と組みかえて別なものにして、都心の方に刺さる

ようなものをつくったらどうかと。 

  最終的には、理想とすればお米でも勝負できる

ぐらいのブランドにできればいいなと思ってはい

るんです。同じ新潟でも魚沼産のコシヒカリとそ

れ以外の新潟産のコシヒカリでは１俵当たり二、

三千円ぐらい価格が違いますから。味が違うわけ

じゃなくて、これはブランド力の差ですから。 

  やっぱり栃木県のもちろんブランドイメージも、

これは栃木県に頑張ってもらって、栃木県産のお

米はおいしいよね、高く買いたいよねというふう

にしていただくわけですけれども、その中でも那

須塩原は特においしいよね、そういった栃木県の

中の魚沼みたいになれば、これは本当にそれにこ

したことはないとは思っているんですが、そうい

ったブランド力の向上であったり、あとはテクノ

ロジー、サテライトオフィスについては本当にた

くさんご指摘いただきましたが、テクノロジーの

進歩に合わせたような産業形態を考えていかなけ

ればならないですし、それから行政も、こちらも

田村議員からご質問いただきましたスマート自治

体であったり電子市役所、民間ばかりに求めるん

じゃなくて、我々もテクノロジーの進歩に合わせ

たような取り組みをしなきゃいけないと。 

  災害についても、中里議員もおっしゃっていま

したけれども、災害時の住民目線のパッケージを

考えなきゃいけない。それからスマートシティ、

エネルギーの地産地消であったり、自主防災組織、

そういうのも拡充して、きのうも本当に地震が起

きたわけでありますから、やっぱり災害に強いま

ちづくりもしていかなきゃいけないと思っていま

すし、そういった将来的な取り組みは多々あるか

と思っています。 

  そして、⑶の今後の取り組みでありますが、ま

ずは今回のある意味で私の政策の具体的な打ち出



－338－ 

しというのは、今回の定例会での答弁が私は最初

だと思っているんです。記者会見とかよりも先に

議会が来て、議会の答弁を通じて、議員の皆さん

からのご質問を通じて、まちづくりの準備組合、

準備委員会を立ち上げるよとか、あるいはガスト

ロノミーをやりますとか、あるいはプロモーショ

ンの整理をしますと、そういったまずやるべきこ

とは、この定例会での答弁を通じてある程度発信

できたのではないかと思っております。 

  まずはそういった那須塩原の駅前、これは玄関

口に当たるわけでありますから、県北の北都、北

の都の玄関口としてふさわしい整備をしなきゃい

けない。そして、そのためにはどういったビジョ

ンを持つべきか、そういうところから始めていく

必要があると思っております。 

○議長（吉成伸一議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１２分 

 

○議長（吉成伸一議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） この短い質問書の中か

ら、丁寧にお答えをいただきました。 

  それで、ずっと今いろいろなブランドとか魅力

とか農業問題、観光問題、テクノロジー、いろん

な今までのことを総括したような形で答弁いただ

いたのかなと思いました。 

  その中で、市長がよく言葉にしていた「北都を

つくる」という、北都という言葉を代表質問のこ

ろによく話していたと思うんですね。都というと、

ローマは一日にして成らず、ちょっとローマを出

すのは大それてはいるんですけれども、ローマは

イタリアで700年もの歴史がある、それでできた

都市でありますが、那須塩原市も北都という、都

というイメージからそう発想したわけですけれど

も、市長はまだお若いのでこれから２期、３期、

長くやっていただけるかは、先のことはわかりま

せんが、私は皆さんが１年、２年、５年、短期の

質問をしていた中で、10年、20年先の那須塩原市

を、選挙のときから、明治維新の開拓の歴史のあ

たりからお話をいつもされていたので、その逆で

すね。 

  100年先までは言いませんけれども、那須塩原

市の10年、20年先のイメージというのをどのよう

にお持ちなのかということをちょっとお伺いした

いんですが。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 10年、20年先というちょ

っと言葉がありましたが、例えばＳｏｃｉｅｔｙ

5.0なんていう言葉がございますが、やはりこれ

からは、まずハード面ではなくてソフト面が物す

ごく進歩していく時代になってくると思うんです

ね。 

  例えば車一つとっても、恐らく車というフォル

ムはそんなに変わりはないんだけれども、例えば

自動運転であったりとか、そういったソフト面が

どんどん進歩をしていくという中で、これからは

都市部に集中して、都市部にいなければ働けなか

ったことが、どんどん地方に行っても活躍できる

ようになってくるんだよと。テレワークなんてい

う言葉も使いましたが、今の段階でも会社にいな

くても働くことができる環境になりつつあります

し、実際若い世代の中には、若くなくても逆にリ

タイアした世代、あるいはある程度余裕のある世

代の方々は２拠点居住を始めておられますので、
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そういう、社会全体がこれからＳｏｃｉｅｔｙ

5.0、そういうのに取り組んでいって、これまで

の20世紀型の生活様式からこれからの新しい21世

紀型の生活様式になっていく中で、やっぱり那須

塩原はそれをキャッチアップできるような体制に

しなきゃいけないなと思っているんです。 

  たとえテクノロジーが進歩しても、那須塩原市

がせっかくいい位置にいると、東京から１時間10

分の場所にいると、ちょうど東北と、仙台と東京

のちょうど間に位置をするというところでござい

ますので、しっかりと時代の、例えば時代の流れ

がキャッチボールだとすると、ボールを、投げた

球をちゃんとグローブを用意しておかないと、せ

っかくテクノロジーの進歩をしたところで、いや、

こっちは、卑近な例ですけれども例えばＷｉ－Ｆ

ｉの環境を何もとっていませんよとか、あるいは

せっかくサテライトオフィスが、どんどんほかの

地域で名乗りを上げて誘致をしていると、テレワ

ークをどんどんしているのに那須塩原だけ何もし

ていませんでしたよでは、せっかくテクノロジー

が進歩して、今までは日本の景気というのは東京

とか大阪とか都市部が発達をして、田中角栄の時

代じゃありませんけれども均衡ある国土の開発と

いうのをやっておりましたが、今度はそうではな

くて、地方からどんどん伸びていくというか、地

方にいても活躍できる時代になってきております

ので、そういう時代の流れを今度は我々のほうに、

地方のほうにベクトルが向いていますので、そう

いう時代の流れにちゃんと対応できる、いや、む

しろ、先ほど那須塩原の教育環境は国に先駆けて

という言葉がありましたが、やっぱりそういった

体制も国に先駆けてやるべきだと思っているんで

す。 

  国が例えばこういうふうにやったと。あるいは、

ほかの市町村ではどうやらこういうことがはやっ

ているらしい、じゃうちらもやるかではなくて、

恐らくこういう時代が来るであろう、だったら

我々は先にやろう、そのぐらいの機動力が試され

るのではないかなと思っております。 

  那須塩原は、そういったもろもろの条件を考え

るとこれは可能だと思っておりますので、やはり

そういう、キャッチボールでいえばもう事前にグ

ローブも用意して、いつでも来る、あるいはもう

自分たちから球を投げてもいいと思っていますの

で、そういうようなまちづくりをしたいなと思っ

ています。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 新しい、そういったハ

ードだけではなくソフト面でも取り入れていきた

いという考えを述べられたのかなと思うんですが、

昨日小島議員がちょっと言葉にした、スーパーシ

ティという言葉があったんですけれども、そうい

ったものが、車の自動運転絡みとか何か新しい、

片山さつきさんが推奨しているような、そういっ

たものについては、ちょっともしお考えがあれば

お伺いしたいと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） このスーパーシティなん

かも大いにやるべきだと思っています。まだ法案

として可決していないので何とも言えませんけれ

ども、そういうのもどんどん、少なくとも、選ば

れるか選ばれないかは別としてやっぱり、いや、

うちには関係ないや、どうせ例えば宇都宮がとっ

ていくんだろうとか仙台が持っていくんだろうと

かそういう意識じゃなくて、やっぱり我が事のよ

うに感じて、これは他人任せにするんじゃなくて、

やっぱり当事者意識を持って臨むべきだと思って

いるんです。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 
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○１４番（鈴木伸彦議員） スーパーシティという

と人口が相当あることのほうが想像しやすい気が

するんですけれども、そういった中で、私はこの

那須塩原市のずっと将来を見たときに、市長も当

然、ここにいる誰もが思っていることの一つが、

人口減少、高齢化ということだと思うんですね。 

  これは市長もよくごらんになっていると思いま

すけれども、この総合計画は、これは読み直すと

本当にきちっとまとめられているというふうに改

めて感じました。 

  この中に、ページでいうと31ページに平成37年

における目標人口というグラフがあるんですね。

37年はまだ先なんですが、左の原点の軸が平成27

年、次に数字が入っているのが平成32年なんです

ね。それで、まだ平成でいうと31年ですけれども、

ここに書いてある人口問題研究所が出した数字か

ら出した人口の、下がることになっているんです

けれども、数字に対して、それからもう一つ、市

が努力して落ちる角度を緩くしている数値の努力

目標での数値が２つ書いてあります。 

  それがまだ１年ぐらい残っているんですけれど

も、もう既に人口減少として想定していた来年の

数字に対して今の那須塩原市の人口は455人少な

い、それから努力目標である数値からすると774

人少ないということが、もう既に数字的にはこれ

を見て思いました。 

  また、どうやってこの数値を上げていくかと、

下りカーブを抑えようとするかというと、これだ

と特殊出生率を上げて落とさないようにしていこ

うということが書いてあるんですけれども、これ

について市長はご存じでしょうかね。どのように

感じておられるか。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 人口減少のご質問をいた

だきました。 

  人口減少、一つはやはり当たり前ですが那須塩

原を出られる方、それから、本来であれば那須塩

原に戻ってくるであろう方が来なかった。理由は

幾つかあると思うんです。 

  例えば栃木県内で人口が伸びているとか、人口

がプラスのところはどこですかというと、間違い

があったらごめんなさい、ちょっとうろ覚えなん

ですけれども、宇都宮であったりとか小山であっ

たり、栃木市はどうだったかな、ちょっと忘れて

しまいましたけれども、県南は伸びているんです

ね。やっぱりそういうところは何が違うのかと。 

  私実際、栃木県内各地へ行っていましたけれど

も、非常にやはり小山なんかもアンテナが高いと

いうか、もちろん東京に近いってありますよ。も

う圧倒的に東京に近いですから、こっちよりも。

東京に近いという利便性もあるんですけれども、

非常に画期的なんですよね。東京でこういうビジ

ネスモデルがはやったから僕らもまねしようじゃ

ないかとか、そういう、かなりアンテナを高くし

て皆さん自発的に取り組んでおられるなというの

が非常に印象に残っております。 

  もちろん地理的な優位性というのはあるとは思

うんですが、そういう人口が伸びている県南に学

ぶ点は、結構私はあるんじゃないのかなというふ

うに思っております。 

  それから、人口がなぜ減るか、それから人口が

なぜ伸び悩んでいるか、これは端的にはやっぱり

働く場所がないからであって、恐らく那須塩原生

まれで本当は那須塩原に戻ってきたい人はたくさ

んいると思うんです。 

  ちょっと私ごとといいますか、ちょっと身近な

例を挙げると、私の父親も今は市内の病院にいま

すけれども、うちの父も産婦人科医でしたけれど

も全然、千葉で働いていたわけです。昔は県南で
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も働いていたんですけれども。ところが、やっぱ

り父が、これも卑近な例でちょっと恐縮ですけれ

ども、なぜ私の父が那須塩原市に戻ってきたかと

いうと、やっぱり実家に行くと、当時は都内でし

たけれども都内の実家に行くと、栃木県に家を建

てたいとか、栃木に家を建てるとか、そういった

雑誌がごろごろ転がって、もしかしたらうちの父

はふるさとに帰りたいんじゃないかなとちょっと

思ったんですね。 

  そういうときに病院が、産婦人科病棟ができた

からどうかと言ったら二つ返事で来てくれて、恐

らく、多分私の父のような感覚というか、そうい

う思いを持っている人は恐らく日本中たくさんい

ると思うんですね。ただ、私の父はたまたま働く

場所があったから戻ってこられたけれども、そう

いった方々は戻りたくてもやっぱり職がないと、

そういう心配があると思うんです。 

  だから、一つはやはり企業を誘致する、工場を

誘致する、これは当然にやることです。これは私

がトップセールスをして、もう時間さえあればさ

まざまな企業様のところに赴いて、ぜひとも那須

塩原市に企業を持ってきてくれ、あるいは工場を

持ってきてくれ、そしてサテライトオフィスを持

ってきてくれ、そういったトップセールスもしま

すし、もう一方でテレワークを推進して、都内に

いなくても働ける企業の社員様にはぜひとも那須

塩原市に来てくれと。そして、そのための整備も

しなきゃいけないと思っておりますので、そうい

う人口減少の対策、こういった今事例を挙げさせ

てもらいました。 

  それからもう一つ、私が非常に深いなと思って

いるのが、小泉進次郎先生が人口減少する社会を

想定した未来を考えるということを言っていまし

て、私も一度お会いしたことがありますが非常に

聡明な先生で、彼自身というよりかは彼のやっぱ

りブレーンの方が当然いるわけですから、あれぐ

らいの方がある意味人口減少を認容するというか、

それを踏まえた上で未来のビジョンをつくるとい

うのは、これはかなり深いことだと思っておりま

すので、もちろん、まずは人口をふやさなきゃい

けないですから、人口をふやすと。人口減少させ

ないようにしなきゃいけない。 

  ただ一方で、将来的に万が一人口が減少したと

しても、どういう手を打てばいいか、そういうこ

ともしっかり考えなきゃいけないのかなというふ

うには思っております。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 人口減少、これは多分

特別な都市、限られた都市以外はもうなかなか努

力しても難しいだろうというのは私も感じており

ます。栃木県だと宇都宮、小山あたりが条件がそ

ろっていて、人が逆に集まってくるというような

条件がそろっているかなと思います。 

  行政サービスの持続性と財政はセットであるの

で、人口が減るということは両方うまくいかなく

なるだろうと。特に生産年齢人口を確保しなけれ

ば財政は難しいですし、教育でも福祉でも財政難

になるということは、那須塩原市の将来は寂しい

将来になると。 

  かといって、少ない中でどうやって豊かな心を

持ちながら暮らしていくかということを考えるこ

とも一つだよというのもよくわかる話であります。

ありがとうございます。 

  そうしましたら、まずは大事だというのは、実

はちょっと私も高校を出てから10年間、一応学校

で勉強して、その後東京都内の山手線内の会社に

就職していた。29で帰ってきたんですけれども、

何で帰ってきたかというのは、あのころでも地震

があるのは知っていたんですけれども、でも一番

感じたのは、車が好きだったんですけれども、住
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んでいたのは千葉なんですね。だけど、駐車場代

はかかるし、デパート行ってもスーパー行っても、

土日は駐車場に入るのもまず渋滞。並んで駐車場

代は、お金はかかる。それから、電車はもうすご

く混んでいて、あのころもう着膨れ、冬なんか着

膨れしたら乗れない。押されて電車に乗っていた

時代だったんですね。 

  それから、バブルに向かっていたんですけれど

も、金持ちは金持ちなんです。やっぱりあのころ

も格差社会があって、地方から出て行って自分で

ひとり暮らしをしているとすごく大変だなと。こ

れだったら田舎に帰って、自分のところから会社

に車で行って、大きな家に住んでというふうな思

いがあって帰ってきた。 

  そういう面では、私はこの那須塩原市、ここだ

けではなくて、どこの地方に行ってもそういうこ

とはかなうと思うんですけれども、いいまちだな

と思って、よかったなというふうに感じています。 

  余計な話ですけれども、私は向こうから嫁さん

を連れてきて、ここで３人子どもを産んだ。これ

は私、模範的な、人口増加に貢献しているんじゃ

ないかと思います。もう一つ言うと、向こうで技

術を身につけて、こちらでその技術を使って仕事

をしているという、私も一つのモデルになるんじ

ゃないかなというふうに思っております。 

  そんな私のことはどうでもいいんですけれども、

雇用が大事だということですよね。帰りたくても

雇用がないという人たちが多いと。そういった中

で、今ちょうど市長もおっしゃっていただいたの

で、私はせっかく今つくっている高林の工業団地

の今後の展開、それから、あれだけなんですかと

いうことなんですよね。もっと那須塩原市として

積極的に雇用を考えるのであれば、観光も重要だ

と思っています。 

  本当にずっと長い間答弁、質問者もいろんな質

問、多岐にわたっていますし、市長も丁寧に答え

られていた。それで、重要性も多分ここにいる人

はみんな認識していると思うんですけれども、企

業誘致に関してはちょっとまだ少ないなと。サテ

ライトだと人はそんなに、サテライトも人は要る

と思うんですけれども、どっちかというと企業の

ほうが固定資産税も入ってきますし、上がると思

うんですね。 

  その辺のところを私は、市長の公約のときのこ

れを読むとちゃんと書いてあるんですね。企業誘

致、工業団地の整備、本社機能の移転など雇用の

創出。まさにそのとおりだと思いますので、これ

についてもうちょっと、そのころから考えている

人脈とか、今までの環境からする何か方策的なも

のは、今まで答えられていないところで何かあり

ましたらお答えいただけますか。 

○議長（吉成伸一議員） 鈴木議員に申し上げます。 

  今回の鈴木議員のこの質問項目は、⑴市の現状

認識について、⑵市の未来像について、そして⑶

今後の取り組みについてということの質問であり

ました。 

  それに対して市長は細かく丁寧に答弁をされて

おりましたが、やはり基本的にはこの⑴から⑶に

沿って再質問をしていただきたいと思いますので、

再度お願いをいたします。 

  14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） はい、わかりました。

そうですね。ちょっと細に入り過ぎたので、議長

からするとそのとおりだと思います。 

  要は、市長が取り組むという⑶番の取り組み、

これからの取り組みの中で、例えばどういうふう

に取り組んでいくのかということをお答えいただ

ければなと思います。 

  産業団地については、企画部長も当時産業観光

部長だったと思うんですけれども、私はちょっと
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一言言ったことがあるんですけれども、観光もそ

うだと思うんですね。自分たちがいい、いいと思

うんではなくて来る側の立場になってやらないと、

相手が選択するわけですから来ないだろうと。 

  企業誘致の調査というものが十分行われていた

かどうか、あの産業団地に関しては、私はちょっ

とわからない。あれは補正予算の中で買うことが

決まって取り組んでいるような状況。 

  企業誘致は、雇用創出とか設備投資促進、税収

の増加、地域経済の活性化や各自治体としての税

収が認められるというのですごく、うまくいけば

ですよ、すごくいい施策だとは思います。そうい

ったことに市長が改めて今後どのような取り組み

姿勢をお持ちなのかということで、お答えいただ

けますか。 

○議長（吉成伸一議員） 確かめますが、先ほど市

長が述べられた雇用の創出に関して、それ以外に

も雇用の創出として考えられるものがあるかとい

う質問でよろしいんですね。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 鈴木議員のお話を聞いて

いて、鈴木モデルという、要はこれはＵターンに

なるんでしょうか、そういった鈴木モデルをもっ

とふやしていければいいなと。地元生まれで、違

う他県からのお嫁さんをいただいて、技術を身に

つけて地元に戻っていただいて、そして最後に…

…最後じゃないですね、失礼しました。市政に貢

献をして、これからもたくさんご活躍いただいて、

いろんなライフステージがございますから。大変

失礼しましたけれども。ちょっとそういう鈴木モ

デルもいいかなと思った次第でございますけれど

も。 

  新たな雇用の創出ということでございます。 

  ちょっと工業団地のお話もございましたが、私

は正直、今回いろんな会議をやるといっても、か

なり正直厳しい声が多いと思うんです。 

  というのも、我々はやっぱり地元をそれは愛し

ていますから、やっぱり地元はいいと。やっぱり

地元愛が強いから、どんどん多分大きく見えてし

まうと思うんですけれども、例えば、結構ディベ

ロッパーの人からかなり厳しいことを言われてい

て、要はどこにでもあると、はっきり言って。要

は彼らからすると、目の前に新幹線駅があって、

人口10万とか20万ぐらいのはもう幾らでもあるん

だと。しかも、軽井沢や箱根とどう違うんだみた

いなことを結構言われるんで、もちろん那須塩原

しかできないことを私もいろいろと伝えますけれ

ども、現状、カタログデータだけ見ると確かにそ

うなんですよね。 

  やっぱり都心から近い、それからインターもあ

ると。かといって、軽井沢とか箱根ほど個性がブ

ラッシュアップされていないという現状は、結構

厳しく言えば、ビジネス的に見るとまだそんなに

魅力がないと言われるんです。 

  どうすればいいかというのを今度の準備委員会

か何か、名前はまだ決めていませんけれどもそう

いったところで、どうすればいいんですかと。例

えば、容積率を上げろとかいろいろ言われると思

うんですけれども、そういうやっぱり専門家の

方々から見て、我々はどうしても色目で、どうし

てもよく見てしまいますけれども、実際、正味の

市場価値はどのぐらいあるのかと思っておりまし

て、もちろん私がトップセールスをかけると。 

  確かにちょっと異色な経歴ではありますが、大

手の企業の社長から見れば、はっきり言って政務

官レベルの政治家なんていうのはもう掃いて捨て

るほど見てきているわけでありまして、例えば私

のもといた派閥の麻生太郎がこうやってマーケッ

トするんだったらまた別ですけれども、私みたい

なそんなに、ぽっと出の人間が行ってどこまで相
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手にされるかというのは、それはわからないと思

っているんです。 

  そういった現状を見据えた上で、雇用の創出、

産業団地、もちろん高林もしっかりやりますけれ

ども、産業団地をほかに仮につくって、すぐ来る

かというと、なかなか正直今の中では厳しいと思

っているんです。むしろ高林でさえ、これは私も

ちゃんとやりますけれども、高林でさえ寝ていて

来るわけじゃないと思っていますから、かなり苦

労はすると思っているんです。 

  そういう現状をちゃんと把握して、やっぱり大

手の企業、そういったところから見て那須塩原市

の現状、それから、どういうふうにすれば少しで

も振り向いていただけるか、そういったことも含

めた上での委員会にしようと思っているんです。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 細かいことはここで、

細かいことをやろうとするとちょっと、ネタはあ

るんですけれども、それは今回やりませんけれど

も、まずは調査、今委員会を立ち上げてくださる

ということで、それは初めて今聞いた気がします

ね。委員会を立ち上げていただけるかという話も、

こっちから聞くととめられるかなと思ったんです

けれども、市長からそういうふうにお言葉をいた

だいたのでやっていただきたいと。 

  そのためには、まずはやっぱり、どこも、県な

んか当然やっているようですよね。調査をきちん

として、どこに強みがあるか、あと、どういう期

待感があるか、こういったのを見ると、やっぱり

よく調査している資料がありますね。 

  多分、企画部長は前いた部署でよくわかってい

るんだと思うんですけれども、何が強みというか、

選ばれる理由というのがきちんと調べてあって、

そこにどこがどう合致しているか、それを呼ぶた

めにどういう施策をするか。 

  単独では無理で、私が思うのは、これは言うだ

けだからですけれども、那須塩原市単独ではなく

て、隣の大田原市とか矢板市なんかもそうだと思

うんです。那須町もそうだと思うんですけれども、

そういうところと一緒になって関連企業を呼ぶと

か、そういったことも調査をする中でやっていた

だければいいんじゃないか。 

  それをやっているかどうかちょっとわからない

ですけれども、そういったデータを見たことはな

いのでそういったことをやるとか、あと、誰に頼

むかによってもそういうアドバイスが違ってくる

でしょうし、あと、そのための道路整備も、都市

計画道路の334とか332とかとおっしゃっています

けれども、私が住んでいるのはたまたま赤田なの

で、四区町の工業団地がある先に三区があって大

貫があって野崎工業団地があると。あそこはイン

ター通りになるので、あれをつなげば大田原との

連携で企業の連携ができるというふうに私は感じ

ますので、市長、その辺をよく現状認識されてい

ると思いますので、そういったことにも取り組ん

でいただけるんではないかなと思うので、この質

問はいたしません。 

  では、このことはこれで終わり、企業誘致関係

はちょっと終わりまして、私、もう一つ考えてい

たのが、客観的優位性という言葉を市長はよく今

回の答弁の中で述べられていたんですけれども、

それについて、現状認識ということで、もしあれ

ばですけれども、観光的な客観的優位性が、ここ

で聞いていると何かすごく日本一いい温泉地帯の

ように感じるんだけれども、ほかにも温泉地帯は

たくさんあって、客観的にどう見ているのか。 

  それから、企業誘致なんかは今答弁を述べられ

たんで結構だと思います。 

  あと、市民生活のモビリティーとか、買い物の

しやすさ、利便性とかというあたりは、市長は宇
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都宮市で暮らしたり東京で暮らしていた経験があ

るようですので、市長のちょっとその辺の認識を

お伺いできればと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） モビリティーに関しての

ご質問だと思います。 

  やはり車社会というのは、モータリゼーション

なんて言葉を使いますが、非常にやはり年齢によ

って左右されるのではないのかなと。 

  やっぱり東京に行くと、むしろ車を持たない方

というのが多いんですよね。やっぱり車代よりも

駐車場のほうが高くなってしまうと。それで、地

下鉄のような公共インフラが非常に充実をしてい

るので、都内にいる限り車を持つ必要はないし、

車を買っても乗る機会が余りないですから。 

  はたまた、宇都宮は、宇都宮はちょうど、要は

都会とよく田舎が融合したトカイナカなんていう

表現をされるんですけれども、宇都宮に行くと都

市部みたいなところはあるんですが、ほとんどは

車なんですよね。非常にやっぱり、私なんかは東

京でも暮らしたから不便に感じるんですよね。 

  那須塩原の場合は、今の時点で、例えば国道が

混雑していても裏道を使えばそんなに不便じゃな

いわけであって、我々、観光客の方はちょっと不

便ですけれども、ここに住む人間とすると、こっ

ちが混んだら裏道を使えばいいじゃないかとかそ

ういったことがあるのでそこまで、渋滞ではそこ

までまだ、宇都宮ほどではないかなと思ってはい

るんです。 

  宇都宮なんか本当に、ピーク時であれば本当は

10分ぐらいで行けるはずのところがもう30分や１

時間ぐらいかかったり、本当に宇都宮は全く予想

ができないというか、10分で着くはずなのに30分

かかってしまったよとか結構あるので、ある意味

で、ああいう中核市が今後モータリゼーションか

らモビリティーに移行するのに多分、恐らくこれ

からいろんな課題があるのかなというふうに思っ

ております。 

  こちらの逆に地方といいますか、那須塩原市の

ようなまちの場合はやっぱり、これまでも質問を

多々いただいておりましたが、免許を返納した場

合、残りの例えば20年、30年をどうやって暮らす

んだいと、これが恐らくまず最初に来る課題だと

思っているんです。 

  宇都宮の場合はまだこれからＬＲＴができたり

とか、バスの路線も割と、市内にいれば大体バス

停が近くにありますから何とか移動はできるとは

思うんですけれども、那須塩原は非常に面積も広

いですし、バスも全てしょっちゅう来るかという

と、場所によっては全然来なかったりもしますし、

そもそもバス停がないところもたくさんあります

から、そういう交通網の足をどのようにやってい

くかというのが非常に大きなテーマになってくる

と思うんですよね。 

  自動運転が開発されれば、自動運転の車をずっ

と回していればいいわけですけれども、なかなか

そこまでは、あとどんなに早くても５年、10年は

かかるんじゃないかなというふうに思っています

し、それまでは、例えばデマンドで、今みたいな

デマンドを拡充していくのかという、そこら辺を

どのようにするかというのは今後のまちづくりの

課題としては来るとは思うんですけれども、ある

意味で、外側の政策が観光であったりあるいは企

業誘致、それに対して対内的な、将来的な課題と

いうのはそういった公共交通になってくるのでは

ないかなというふうに思っているんです。 

  ちょっと余談になるんですけれども、実は老後

住みたいまちアンケートというのがあって、都道

府県でいうとたしか山梨と長野なんですね、１位
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と２位。どっちが１位だったかちょっと忘れてし

まいましたが、長野県の場合はこれ、軽井沢があ

りますし、山梨県も非常に首都圏から本当に近い

ので、長野県と山梨県というのは非常に老後住み

たいまちアンケート１位だと。栃木県はずっと下

なんですね。 

  だけど、地理的な条件とか御飯のおいしさとか

そういうところでいえば、栃木県だって負けてい

ないはずなんです。ましてや那須塩原は負けてい

ないと思うので、やっぱりそういう何か、絶対的

な部分も必要ですけれども、相対的には長野県や

山梨県、あるいは軽井沢やそれから箱根、神奈川

ですけれども箱根に負けないようなまちづくりを

していって、相対的に勝負で勝つ必要もあるのか

なと思っておりますので、テクノロジーの限界と

いう点とライバルとの競争、この２つの視点を持

つ必要があるのかなと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） モビリティーですよね。

都会と田舎の違いの大きいのは移動手段だと思う

のは全く同じ、同感ですし、余り意識はしていな

かったんですけれども、時間に正確にたどり着け

るというのは、電車とかＬＲＴはそうなんでしょ

うけれども、そういう公共交通がしっかりしてい

ることが大事なのかなと。それは企業にとっても

時間がきちんとしているということはいいと思い

ますので。 

  那須塩原市の場合は幸いそんなに今のところ混

んでいないのでそんなにずれはないとは思うんで

すけれども、それはそれとして、後段でおっしゃ

っていた老後の生活、高齢者になった、まさに皆

さんも質問、私も全く、前に似た質問をしたこと

がありますけれども、高齢者の移動手段というこ

とですよね。自分もそろそろあと10年たてばそう

いう世界に入っていくと思っています。ですから、

高齢者の移動手段、特に公共交通というのは高齢

者が使うことがほとんどだと思うんですよね。 

  そこについて今から対策をとって、今でも大変

なんですけれども、費用対効果はなかなか出ない

んですけれども、先ほどは６割に減ったという話

をしていましたから、もっと磨いて、そこのとこ

ろを今の市長のときにさらにブラッシュアップし

ていただければなということです。ありがとうご

ざいます。 

  そうしましたら、今、現状と未来像についての

話ですけれども、那須塩原市の状況について、合

併という話と、それから今までの市長の答弁の中

で防災に関しては特に出てきた言葉が、自治会と

いうことなんですよね。 

  ここの議員も、多分見解が違う議員もいるとは

思うんですけれども、合併したことによって自治

会の組織のあり方に違いがあることは、市長はど

のように認識されていますか。 

○議長（吉成伸一議員） 鈴木議員、先ほど市長の

ほうの最初の答弁の中にコミュニティーという話

が出てきたと思うんですが、答弁の中で、自治会

というようなものに対する答弁は出てきてはおり

ませんので、もう少しざっくり大きなところで聞

いていただければと思いますので、お願いします。 

  14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 改めまして聞き直しま

すと、現状認識ということの中でコミュニティー、

自治会もコミュニティーの一つだと思って話した

んですけれども、やっぱり自治会というのがすご

く、これは私からの言葉ですけれども、自治会と

いうのはすごく那須塩原市のいろんな教育でも福

祉でも建設部門でも、全て自治会長に話がいって

お願いしている。しかしながら、自治会というの

は任意団体だということで、行政連絡員という情

報を伝える部署があるんだけれども、自治会長さ
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んというのはまず代表でありながら実は担当者で、

ぐるぐる動き回っているんですよね。 

  それがすごく大変な思いをしている中で、この

地域性があるとか違いがあることがこの那須塩原

市の中の一つの課題だと私は思っているんですよ。

そういったことを市長はご存じかどうかなと思っ

たんですが、那須塩原市の現状ということで、そ

ういったことはご存じでしょうか。 

○議長（吉成伸一議員） 市長にお願いをいたしま

す。答弁は簡潔にお願いしたいなと思います。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） もちろん、よく存じてお

ります。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） ご存じだと思っていま

したので、そういったことも取り組んで、那須塩

原市の将来に向けて、今後の取り組みの中に課題

として今回お願いしたいなというふうに思ってお

ります。 

  そうしましたら、那須塩原市の市民協働推進課

で出している資料の中に、ことしの３月ではなく

て去年の３月もらった資料の中に人口の重心のこ

とがあったんですね。それが今どこにあるかとい

うと、イオンの中野店かな、東那須野地域の中野

地区というあたりにありまして、それがどういう、

今度点なんですけれども、年々どういう動きをし

ているかという矢印が書いてあったんですよね。 

  その方向が大田原市のほうを向いていたんです

けれども、そのことの現状認識はご存じでしょう

か。 

○議長（吉成伸一議員） 鈴木議員に申し上げます。 

  やはり今回のこの質問通告の内容からは少し外

れていると思いますので、再度お願いをいたしま

す。 

  14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） これ、外れていると言

われると、私の質問の行間を読むと、本当はそう

いうところからくる質問なんですけれども、しゃ

べってしまえば、那須塩原市というまちが合併し

て、これから市が人口減少する中でどういうまち

づくりをしていったらいいのか。５年先、10年先、

そのときに、やっぱり人がどこに住んでいる、市

内の中でもどこに人が住み始めているのかという

ことを市長に理解していただけたらなということ

で、ちょっと挙げてみました。 

  その中で、あちらを向いているというのはなぜ

なのかというあたりを、市長のまたお答えもいた

だけたらなとは思うんですけれども、多分とめら

れるでしょうからそれは質問しません。だから私

の考えだけ、後で時間がもしあるときは自分の言

葉で言って。 

  結局、市民というのは便利なところ、暮らしや

すいところにだんだん移っていくんではないかな

と思うんですね。なぜあっちに向いているかとい

うと、ちょっとあそこで特異なのは、学校、高校

があるということですよね。 

  高校に通うのはどうやって通うのかという足の

手段もありますし、周りに買い物が便利だとか道

路が便利だとかそういうこと、それと雇用がどこ

にあるか。那須塩原市は昼間の人口が少なくて夜

の人口が多い、昼間どこに行っているんだという

話ですよね。そういった現状があって、そういっ

たことを踏まえて、これからまちづくりを市長に

お願いしたいなというふうに思っております。 

  そのことを市長が現状認識を持たれているかど

うかというふうに質問したいところなんですが、

質問はしません。そういったことを踏まえて、今

後のまちづくりを考えてほしいなと思って今回の

質問をさせていただきました。 

  それから、あと、今は、私は西那須野町の生ま
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れ育ちの人間なので黒磯のことはちょっとわから

ないことが多いんですけれども、西那須野町との

つき合いも多いものですから、西那須野駅前はき

れいにはなったんですけれども、その先が見えて

いないんですよね。 

  ですから、黒磯も質問がばんばん出るとおり、

いろんな質問が出るとおり、予算も施策もついて

います。西那須野については、なかなか計上され

ること、施策が割と少ないというところを私、個

人的には感じているので、そういったことを言う

議員もなかなかいないものですから、スタートの

この時期にこういったお話をさせていただいて、

今後の長いまちづくりに生かして、ちょっと頭の

片隅に置いていただきたいなと思っての今回の質

問なんですけれども、質問自体がすごく簡潔明瞭、

省エネでできていますので、余り深く入れないの

で、これはこの次の課題と、自分の課題として、

終わりにさせてもらおうかなと思います。 

  では、最後に、もう本当にこれが私のこの質問

の最後なので、市長がその市長席に座られて、２

カ月そこに座られて、これからのまちづくりをし

ていくときに、私の質問を踏まえた上でのこれか

らの意気込み的なものを伺いたいなと思います。 

○議長（吉成伸一議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（渡辺美知太郎） 今回こうして市議会での

議員の皆さんからのご質問を通じて、さまざまな

私の思いも答弁を通じて発信あるいは発表をさせ

ていただきました。 

  髙久議員からのご質問にもありましたが、まず

最初に行う大きな事業、那須塩原駅前周辺、この

検討委員会、これが最初の事業になると思ってお

りますし、私自身の意気込みとしてみると、これ

が最後のチャンスだと思っております。 

  やはりオリンピックが終わってから、それから

先の景気の動向、もちろんこれは日本国政府も懸

命にやっておりますのですぐに悪くなるとは思え

ませんし、まだまだ景気の余波というのはあって

ほしいなとは思っていますけれども、ここを逃す

と先行きはわからなくなってしまうと思っており

まして、そういったことを踏まえると本当に最後

のチャンスだと、少なくとも私はその気持ちでこ

の市政運営をやり抜いてみたいなというふうに思

っております。 

  今後ともご指導いただいたりとか、さまざまな

ご提言をいただければなと思っております。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員。 

○１４番（鈴木伸彦議員） 意気込みを持ってやっ

ていただけるということで、期待をしております。 

  市長の今までの市長と違うのは、まず60代と違

って30代ですから、まず若さがある。そして人脈

がある。若さと人脈と、あと経験があるというこ

とで、すごく期待をしています。 

  ただ、余り期待し過ぎると、ハードルを上げ過

ぎるとお互いショックが大きいと思うので、そこ

は余りショックを受けない程度に期待をしており

ますので、どうぞこれからよろしくお願いいたし

ます。 

  以上で私の質問を終わりにいたします。 

○議長（吉成伸一議員） 14番、鈴木伸彦議員の市

政一般質問は終了いたしました。 

  以上で市政一般質問通告者の質問は全て終了い

たしました。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（吉成伸一議員） 異議なしと認めます。 

  よって、市政一般質問を終了いたします。 

  ここで10分間休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時５７分 

 

再開 午後 ３時０７分 

 

○議長（吉成伸一議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５１号～議案第５６号の

質疑 

○議長（吉成伸一議員） 次に、日程第２、議案第

51号から議案第56号までの条例の一部改正案件６

件を議題といたします。 

  以上に対し、質疑を許します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（吉成伸一議員） 質疑がないようですので、

議案第51号から議案第56号までの条例の一部改正

案件６件に対する質疑を終了することで異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（吉成伸一議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５０号の質疑 

○議長（吉成伸一議員） 次に、日程第３、議案第

50号 一般会計補正予算案件を議題といたします。 

  以上に対し、質疑を許します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（吉成伸一議員） 質疑がないようですので、

議案第50号 一般会計補正予算案件に対する質疑

を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（吉成伸一議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第５７号～議案第６０号の

質疑 

○議長（吉成伸一議員） 次に、日程第４、議案第

57号から議案第60号までのその他の案件４件を議

題といたします。 

  以上に対し、質疑を許します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（吉成伸一議員） 質疑がないようですので、

議案第57号から議案第60号までのその他の案件４

件に対する質疑を終了することで異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（吉成伸一議員） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案の各常任委員会付託につい

て 

○議長（吉成伸一議員） 次に、日程第５、議案の

各常任委員会付託についてを議題といたします。 

  ただいま上程中の各議案につきましては、お手

元に配付の議案付託表のとおり各常任委員会に付

託をしたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（吉成伸一議員） 異議なしと認めます。 

  よって、議案付託表のとおり各常任委員会に付
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託いたします。 

  各常任委員会は、委員会日程に基づき審査を行

い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審査結果

の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情の関係常任委員会付託につ

いて 

○議長（吉成伸一議員） 次に、日程第６、陳情の

関係常任委員会付託についてを議題といたします。 

  新たに提出された陳情１件につきましては、既

に配付をいたしました請願・陳情等文書表のとお

り、福祉教育常任委員会に付託したいと思います

が、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（吉成伸一議員） 異議なしと認めます。 

  よって、請願・陳情等文書表のとおり福祉教育

常任委員会に付託いたします。 

  福祉教育常任委員会は、委員会日程に基づき審

査を行い、本会議最終日、委員長は登壇の上、審

査結果の報告を願います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（吉成伸一議員） 以上で、本日の議事日程

は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  大変にお疲れさまでした。 

 

散会 午後 ３時１１分 

 


	0619T61那須塩原市R01年６月定■６号－議名
	0619T62那須塩原市R01年６月定■６号－本文

